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１　

解
題

　
　
（
１
）
は
じ
め
に

　

こ
こ
に
翻
刻
す
る
日
記
は
、秋
田
県
立
博
物
館
所
蔵
守
屋
家
資
料
「
御
用
日
記
」

（357-5046

）
で
あ
る
。
資
料
形
状
は
、
竪
二
四
八
ミ
リ
×
横
一
七
四
ミ
リ
、
二

ツ
目
綴
、
七
十
五
丁
で
あ
る
。

　

波
宇
志
別
神
社
は
、横
手
市
大
森
町
八
沢
木
に
あ
る
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）

創
建
の
神
社
で
、
守
屋
家
は
大
友
家
と
と
も
に
秋
田
藩
か
ら
波
宇
志
別
神
社
の
神

主
と
秋
田
藩
領
内
の
神
職
の
頂
点
で
あ
る
社
家
大
頭
に
任
じ
ら
れ
た
家
で
あ
る
。

「
御
用
日
記
」
の
書
き
手
は
波
宇
志
別
神
社
の
神
主
守
屋
左
源
司
勝
貞
で
、
嘉
永

六
年
（
一
八
五
三
）
二
月
五
日
か
ら
三
月
二
十
八
日
の
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。

内
容
的
に
い
え
ば
『
秋
田
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
〇
号
で
翻
刻
し
た
「
御

用
日
記
」（
嘉
永
六
年
一
月
）
の
続
編
に
当
た
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
「
御
用
日
記
」
は
同
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
左
源

司
が
同
時
代
に
書
い
た
日
記
を
基
に
、
後
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
守
屋
左

源
司
が
同
時
代
に
つ
け
る
日
記
は
、
横
半
々
の
形
状
の
も
の
が
普
通
で
あ
る
。
し

か
し
嘉
永
六
年
一
月
の
「
御
用
日
記
」
と
二
・
三
月
の
「
御
用
日
記
」
は
竪
帳
で

あ
り
、
通
常
の
も
の
と
異
な
る
。
ま
た
、
横
半
々
の
日
記
よ
り
も
文
字
が
丁
寧
に

書
か
れ
て
お
り
、
文
体
も
「
心
中
子
孫
之
も
の
察
可
申
事
」（
二
月
二
十
七
日
条
）

と
あ
る
よ
う
に
後
代
の
読
み
手
を
意
識
し
た
言
い
回
し
が
見
ら
れ
る
。
更
に
「
御

用
日
記
」
は
三
月
四
日
条
ま
で
は
守
屋
左
源
司
の
行
動
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
三

月
五
日
か
ら
は
守
屋
造
酒
進
の
行
動
の
記
録
と
な
る
。
こ
れ
は
日
記
の
書
き
手
が

守
屋
左
源
司
か
ら
造
酒
進
に
代
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、
守
屋
左
源
司
が
造
酒
進
の

日
記
を
入
手
し
「
御
用
日
記
」
と
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

翻
刻
に
当
た
っ
た
の
は
本
館
歴
史
部
門
の
畑
中
及
び
柏
倉
（
平
成
二
十
七
年

十
二
月
一
日
よ
り
秋
田
県
立
図
書
館
）
並
び
に
秋
田
県
立
博
物
館
友
の
会 

古
文

書
整
理
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
同
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
博
物
館
収

蔵
の
守
屋
家
資
料
未
整
理
分
の
整
理
作
業
を
行
っ
て
い
る
が
、
資
料
群
の
正
確
な

理
解
の
た
め
に
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
一
月
四
日
の
守
屋
家
屋
敷
の
火
災

と
守
屋
左
源
司
の
処
分
、
及
び
守
屋
造
酒
進
の
家
督
相
続
に
つ
い
て
正
確
に
把
握

す
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
た
め
、
整
理
作
業
と
並
行
し
て
日
記
の
解
読
と
翻
刻

を
行
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
は
秋
田
県
立
博
物
館
友
の
会 

古
文
書
整
理
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
活
動
の
成
果
と
い
え
る
。

　

守
屋
家
屋
敷
の
火
災
の
記
事
は
『
秋
田
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
〇
号
に

翻
刻
し
た
「
御
用
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
ほ
し
い

が
、
要
点
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
嘉
永
六
年
一
月
四
日
朝
、
守
屋
家
の

屋
敷
に
宿
泊
し
た
波
宇
志
別
神
社
の
参
詣
者
が
、
梵
天
を
持
っ
て
外
に
出
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
、
屋
敷
の
入
り
口
で
蝋
燭
の
火
が
梵
天
に
引
火
し
、
そ
れ
が
燃
え
広

が
っ
た
こ
と
で
屋
敷
に
火
災
が
発
生
し
た
。
屋
敷
の
周
囲
に
は
厳
重
な
雪
囲
い
が

施
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
屋
内
の
参
詣
客
は
脱
出
も
ま
ま
な
ら
ず
、
百
余
人
が

焼
死
す
る
惨
事
と
な
っ
た
。

　

火
災
の
責
任
を
問
わ
れ
た
守
屋
左
源
司
は
、
本
稿
「
御
用
日
記
」
に
記
さ
れ
て
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い
る
よ
う
に
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
三
月
四
日
、
神
主
の
職
を
解
か
れ
追
放

処
分
が
下
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
先
行
研
究
を
見
て
み
よ

う
。

　

ま
ず
『
大
森
町
郷
土
史
』
で
は
「
嘉
永
六
年
正
月
三
日
居
宅
焼
失
、
保
呂
羽
山

参
詣
止
宿
人
百
余
名
焼
死
、
藩
主
御
判
物
宝
物
焼
失
し
た
る
不
取
締
り
の
罪
に
よ

り
、
藩
法
律
を
以
て
庶
人
に
下
し
、
国
境
岩
館
に
追
放
と
な
る
。
と
、
こ
れ
か
ら

完
全
に
大
友
一
人
神
主
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
各
々
の
言
い
分
を
主
張
し
て
い

る
が
、
結
局
は
守
屋
氏
失
火
の
大
失
態
が
あ
り
、
追
放
と
な
っ
て
、
両
者
の
争
い

が
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
１
）
次
に
『
大
森
町
の
誇

り 

波
宇
志
別
の
近
世
国
学
』
を
見
る
と
「
大
森
町
地
方
に
と
っ
て
の
直
接
の
出

来
事
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
正
月
四
日
の
参
拝
の
た

め
宿
泊
参
籠
中
の
六
、七
百
人
が
守
屋
家
全
焼
に
よ
っ
て
被
災
、
一
〇
〇
人
以
上

も
焼
死
し
た
こ
と
で
あ
る
。
守
屋
神
主
は
山
本
郡
の
藩
境
方
面
に
移
さ
れ
、
一
時

停
職
に
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
明
治
以
後
神
主
を
離
れ
た
」（
２
）
と
あ
る
。

　

守
屋
家
の
火
災
と
守
屋
左
源
司
の
処
分
に
つ
い
て
『
大
森
町
郷
土
史
』
で
は
、

そ
れ
ま
で
連
綿
と
続
い
て
き
た
大
友
家
・
守
屋
家
に
よ
る
二
人
神
主
の
体
制
が
大

友
氏
一
人
神
主
と
な
る
き
っ
か
け
と
し
て
捉
え
て
い
る
。『
大
森
町
の
誇
り 

波
宇

志
別
の
近
世
国
学
』
で
は
、
守
屋
家
が
神
職
を
離
れ
た
の
は
明
治
時
代
と
し
て
い

る
が
、
守
屋
家
が
神
職
を
離
れ
る
原
因
が
火
事
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
点
で
『
大

森
町
郷
土
史
』
と
等
し
い
。

　

し
か
し
、
守
屋
家
資
料
の
中
に
は
左
源
司
が
追
放
さ
れ
た
後
の
年
代
に
波
宇
志

別
神
社
の
神
主
を
務
め
た
守
屋
造
酒
進
の
記
録
が
大
量
に
あ
り
、
か
つ
資
料
整
理

作
業
を
進
め
る
中
で
、
守
屋
家
が
神
職
を
離
れ
た
の
は
火
災
が
原
因
で
は
な
く
、

秋
田
藩
士
へ
の
身
分
上
昇
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
資
料
が
発
見
さ
れ

た
。（
３
）

　

ま
た
、
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
賞
の
部
」
で
も
、
守
屋
左
源
司
の
跡
を
継
い

だ
守
屋
造
酒
進
が
秋
田
藩
士
に
取
り
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
次
の
記
載
が
あ

る
。（
４
）

　
　

二
十
九
○ 

守
屋
造
酒
進
神
職
被
抜
置
、
近
進
並
被
召
立
久
保
田
引
越
被
仰
付

候
事

 

守
屋
造
酒
進　

　
　

 

右
は
此
度
御
一
新
ニ
付
、
三
国
社
神
主
社
人
大
頭
大
友
建
吉
壱
人
勤
ニ
被
仰

付
、
以
之
格
別
之
御
取
調
を
以
、
神
職
被
抜
置
近
進
並
被
召
立
、
以
之
久
保

田
引
越
被
仰
付
候
段
、
御
政
務
所
ニ
お
ゐ
て
月
番
老
中
右
同
人
（
渋
江
内
膳

厚
光
）
右
同
断
（
申
渡
之
）。
于
時
同
月
（
明
治
二
年
巳
三
月
）
廿
七
日
。

 

（　

）
筆
者
註
・
以
下
同
じ

　

こ
こ
に
二
十
九
と
あ
る
の
は
「
賞
の
部
」（
慶
応
四
年
一
月
か
ら
明
治
二
年

十
二
月
）
の
一
か
ら
四
十
八
番
目
中
、
二
十
九
番
目
の
記
載
で
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
史
料
中
に
「
右
同
人
、
右
同
断
、
同
月
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

は
二
十
八
番
目
の
記
述
に
、
渋
江
内
膳
厚
光
が
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
三
月

二
十
七
日
に
申
し
渡
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
（　

）
に
補
足
し
た
。

　

ま
た
「
賞
の
部
」
三
十
番
も
守
屋
造
酒
進
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ

に
紹
介
す
る
。

　
　

三
十
○
右
同
人
（
守
屋
造
酒
進
）
永
近
進
被
召
立
候
事

 

守
屋
造
酒
進　

　
　

 

右
は
格
別
之
御
取
調
を
以
永
近
進
ニ
被
召
立
候
事
、於
御
政
務
所
右
同
断（
渋

江
内
膳
、
申
渡
之
）
于
時
明
治
二
年
巳
四
月
十
一
日
。

　

つ
ま
り
、
守
屋
造
酒
進
は
三
月
二
十
七
日
に
神
主
か
ら
近
進
並
に
召
し
立
て
ら

れ
、
翌
月
十
一
日
に
近
進
並
か
ら
永
近
進
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
５
）

　
「
賞
の
部
」
の
冒
頭
に
は
「
格
合
昇
進
目
録
」
と
あ
り
、
四
十
八
の
事
績
は
、

い
ず
れ
も
身
分
上
昇
に
関
す
る
恩
賞
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
守
屋
造
酒
進

が
波
宇
志
別
神
社
の
神
主
を
離
れ
た
の
は
、
火
災
に
よ
る
不
祥
事
が
原
因
で
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
守
屋
左
源
司
に
対
す
る
処
罰
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し

て
、
守
屋
造
酒
進
は
い
つ
守
屋
家
の
家
督
を
継
い
だ
の
か
を
正
確
に
把
握
す
る
必

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）

（２）
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要
が
あ
る
。
実
は
、こ
の
二
つ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
が
、本
稿
で
翻
刻
す
る
「
御

用
日
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
御
用
日
記
」
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
注
目
す
べ
き
点
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
火
災
を
出
し
た
守
屋
左
源
司
が
誰
と
ど
の
よ
う
な
書
状
の
や
り
と
り

を
し
た
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
秋
田
藩
の
寺
社
方
が
左
源
司
に
求
め
た
報
告
を

見
る
と
、
左
源
司
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
不
祥
事
と
は
何
か
が

見
え
て
く
る
。

　

第
二
は
、
守
屋
左
源
司
に
対
す
る
処
分
の
様
相
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、

左
源
司
の
処
分
は
「
国
境
岩
館
に
追
放
」
又
は
「
山
本
郡
の
藩
境
方
面
に
移
さ
れ
」

と
書
か
れ
て
き
た
。
し
か
し「
御
用
日
記
」に
は「
岩
館
越
の
領
外
追
放
」と
あ
る
。

左
源
司
処
分
の
記
事
は
、
従
来
の
誤
っ
た
歴
史
像
を
修
正
す
る
内
容
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
第
三
は
、
守
屋
造
酒
進
の
家
督
相
続
に
つ
い
て
で
あ
る
。
左
源
司
の
処

分
の
直
後
、
造
酒
進
の
家
督
相
続
が
認
め
ら
れ
た
。
ス
ム
ー
ズ
な
家
督
相
続
の
背

景
に
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
関
与
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
こ
そ
、
神
主
守
屋
家

の
特
質
を
解
き
明
か
す
鍵
と
い
え
る
。

　
　
（
２
）
守
屋
左
源
司
が
交
わ
し
た
書
状

　
〈
表
１
〉
は
、
日
記
か
ら
判
明
す
る
守
屋
左
源
司
宛
の
書
状
及
び
左
源
司
が
発

し
た
書
状
の
一
覧
で
あ
る
。
守
屋
左
源
司
が
書
状
を
交
わ
し
て
い
る
平
野
数
馬
と

は
百
四
十
六
石
の
秋
田
藩
士
で
左
源
司
の
兄
で
あ
る
。
平
野
か
ら
の
書
状
で
目

立
つ
の
は
、
二
月
中
二
度
に
わ
た
り
、
寺
社
方
が
守
屋
家
が
忌
中
に
あ
り
な
が
ら

参
詣
者
を
止
宿
さ
せ
た
前
例
の
報
告
を
求
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
実
は
『
秋
田

県
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
四
〇
号
で
翻
刻
し
た
「
御
用
日
記
」
嘉
永
六
年
一
月

二
十
三
日
条
に
も
、
寺
社
方
が
同
じ
問
い
か
け
を
平
野
数
馬
に
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
都
合
三
回
に
わ
た
り
報
告
を
求
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

実
は
守
屋
家
で
は
、
左
源
司
の
義
母
が
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
十
二
月

二
十
八
日
に
死
去
し
て
お
り
、
守
屋
家
屋
敷
の
火
災
を
記
し
て
い
る
『
宇
都
宮
孟

綱
日
記
』
一
月
六
日
条
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。（
６
）

　

一 

昼
頃
役
前
梅
津
定
之
丞
・
石
井
定
之
進
相
揃
申
聞
候
は
、
当
月
四
日
暁　

保

呂
羽
山
神
主
守
屋
左
源
治
居
宅
焼
失
致
候
処
、
夥
敷
怪
我
人
有
之
候
ニ
付
、

御
用
初
以
前
ニ
候
得
共
、一
通
申
上
候
。
右
ニ
付
左
源
治
遠
慮
申
立
候
趣
故
、

申
立
之
通
遠
慮
申
渡
候
。
七
百
人
余
止
宿
致
候
内
、員
数
不
相
知
候
得
と
も
、

百
人
余
怪
我
人
有
之
趣
申
聞
候
。
其
外　

御
判
物
を
始
、
古
書
付
・
諸
道
具

無
残
焼
失
致
趣
ニ
候
。
相
聞
得
候
処
は
、
左
源
治
養
母
十
二
月
廿
八
日
ニ
死

去
致
し
、
自
分
ニ
て
外
之
家
ヲ
借
レ
居
候
得
共
、
家
之
穢
有
ヲ
参
詣
之
者
止

宿
致
候
故
、
自
然
神
慮
之
程
恐
入
候
次
第
ニ
有
之
候
。
誠
ニ
前
代
未
聞
之
珍

事
ニ
有
之
候
。

　

宇
都
宮
は
、
守
屋
家
屋
敷
が
火
事
に
な
っ
た
の
は
、
左
源
司
義
母
の
死
去
と
い

う
穢
れ
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
参
詣
者
を
止
宿
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る
神
罰
と
捉
え

て
い
る
。
寺
社
方
が
三
度
に
わ
た
り
忌
中
に
参
詣
者
を
止
宿
さ
せ
た
前
例
を
尋
ね

た
の
は
、
少
な
く
と
も
寺
社
方
の
み
の
疑
念
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
　
（
３
）
守
屋
左
源
司
の
処
罰
に
つ
い
て

　

寺
社
方
の
問
に
対
し
、
守
屋
左
源
司
が
忌
中
に
お
い
て
参
詣
者
を
止
宿
さ
せ
た

申
し
開
き
を
し
た
と
し
て
も
、
一
月
末
の
時
点
で
藩
庁
上
層
部
で
は
守
屋
左
源
司

を
厳
罰
に
す
る
処
分
を
決
め
て
い
た
。（
７
）

　

一 

主
水
・
学
助
申
聞
候
、
守
屋
左
源
治
儀
御
咎
形
申
会
候
所
追
放
ニ
被
仰
付
、

御
相
当
と
奉
存
候
得
共
又
無
拠
訳
も
有
之
候
間
、
一
等
被
宥
置
改
易
被
仰
付

可
然
申
会
形
申
聞
候
。

　

こ
れ
は
家
老
宇
都
宮
孟
綱
の
一
月
二
十
六
日
の
日
記
で
あ
る
が
、
守
屋
左
源
司

を
追
放
処
分
に
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
が
、
罪
を
減
じ
、
改
易
に
す
る
こ
と
を
決

め
た
と
あ
る
。
宇
都
宮
は
江
戸
藩
邸
に
い
る
藩
主
佐
竹
義
睦
へ
こ
の
こ
と
を
上
申

す
る
が
、
二
月
十
三
日
に
江
戸
を
発
し
、
二
月
二
十
二
日
に
久
保
田
に
到
着
し
た

（３）
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［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）

着信日 点数 内容 №

2 月 5 日 1 通
〈文面あり〉寺社方取次役小川文四郎より、忌中にありながら参籠者を泊めた例
はあるか、報告を求められた。
孝吉を養子にする件は進行していると阿曽村源蔵・大越頼母妻などが話している。

1 

2 通
〈文面あり〉№ 1 の返書。
（1）孝吉の養子入りの準備が進んでいることを承知。
（2）忌中にありながら参籠者を宿泊させた前例の報告。

2 

2 月 8 日 1 通 〈文面あり〉先月の御守札の献上は、両家分とも土崎千里介が行った。 3 
2 月 10 日 1 通 〈文面あり〉火災の悔やみ。 4 
2 月 10 日 1 通 〈文面あり〉№ 4 の返書。火事の悔やみへの返礼 5 

1 通 〈文面あり〉№ 2 の加筆。養子孝吉の件、大山・阿曽村・大越へもよろしく。
忌中の参籠者宿泊の件は、覚えている限りの近例のみである。 6 

1 通 〈文面あり〉№ 3 の返書。御守札の献上は、祓串三社分を久保田の大友建吉へ送り、
大友が献上する手筈とする。 7 

2 月 16 日 2 通
〈文面あり〉 
（1）喪中弔いとして重・茶・胡麻焼塩・酒を贈る。
（2）御祓串は明日久保田へ送る。

8 

2 月 16 日 1 通
〈文面あり〉№ 6 の返書。忌中の参籠者宿泊の件を小川文四郎へ報告した。昨日、
評定奉行渡辺主水が小川へ、死者を別宅へ移し葬送以前に神式を行い参籠者を止
宿させた例はあるかを尋ねたとのこと。この件を答えよ。

9 

2 月 20 日夕 1 通
〈文面あり〉№ 9 の返書。
（1）忌中の神事につき、別紙のように報告する。
（2）この種の報告は三度目となる。平野数馬の名前により前例を報告。

10 

2 月 24 日 2 通

〈文面あり〉№ 10 の返書。
（1）平野数馬書状。№ 10 の書状は、小川が留守につき、大川六郎右衛門へ提出。
大山孝吉の養子入りは、3 月 11 日久保田出発、3 月 12 日八沢木到着の手筈となっ
たので、3 月 9 日まで迎えの者 3 名を久保田へ派遣してほしい。

（2）関 岩尾書状。№ 10 の報告はとても良い。

11 

2 月 25 日 1 通 〈文面あり〉今月中旬、河辺組組頭を拝命したことのお礼と組下分の焼失弔いを
送る。 12 

2 月 25 日
昼八つ頃 1 通 〈文面あり〉2 月 23 日寺社方より呼び出し。そこで守屋左源司の出府を命令される。

病気を押しても出府するように。 13 

1 通 〈文面あり〉№ 13 の返書。出府を了解した。母上様始め皆様へよろしく。 14 
2 月 29 日 1 通 〈文面あり〉出府命令により、2 月 27 日に八沢木を発ち、今暁到着した。 15 

3 月 4 日 1 通 〈文面あり〉保呂羽山御神事で数百人の止宿者を焼死させた罪により、社人大頭
召放、領内徘徊指塞、山本郡岩館越追放とする。 16 

3 月 10 日 1 通 〈文面あり〉守屋左源司は追放処分であるが、守屋家は保呂羽山守護形の家筋で
あるので、故守太夫の家跡を継ぐ相応の人物を立てよ。 17 

3 月 14 日 2 通

〈文面あり〉№ 17 の返書。
（1）平野数馬・関 岩尾の上書。故守太夫の家跡には大山鉄之助実弟造酒進 17 歳
を相続させることにした。造酒進には守太夫が務めた職である三国社神主も命じ
てほしい。

（2）大山鉄之助の上書。平野数馬より守屋守太夫の家跡に弟 ･ 造酒進を相続させ
てほしいと内々に願いがあり承知した。この件を承認してほしい。

18 

1 通 〈文面あり〉このたびの吟味で、遠慮が命じられた。 19 
1 通 〈文面あり〉№ 19 の返書。遠慮を承知した。 20 

3 月 16 日 1 通

〈文面あり〉3 月 16 日より 5 月 5 日まで亡父 ･ 守屋守太夫の忌中としたい。（同日
四つ頃、寺社方より平野数馬へ出頭の催促。根本儀助が出頭。大川六郎右衛門・
笹嶋左仲より寺社奉行の命令が伝達される。大山鉄之助実弟・造酒進の守屋家相
続が認められる。）

21 

3 月 16 日 1 通 〈文面あり〉本日、守屋家を相続。今日より 50 日間、守屋守太夫の忌中とする。 22 

3 月 17 日 1 通 〈文面あり〉私共親類 ･ 造酒進、守屋守太夫の家跡を相続。神式・社用不案内につき、
仙北郡金沢村八幡神主三浦下総介を後見としたい。 23 

網かけの欄は守屋左源司に宛てられた書状類

（４）
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日記の日付 № 発信人 発信日 通信手段 宛先

2 月 5 日 1 平野数馬 2 月 3 日
昼九つ時 書状（宿送書） → 守屋左源司

2 月 6 日 2 守屋左源司 2 月 6 日未明 使者：甚之丞・五郎兵衛 → 平野数馬

2 月 8 日 3 大友建吉 2 月 5 日 書状 → 守屋左源司
2 月 10 日 4 極楽寺 2 月 10 日 書状 → 守屋左源司
2 月 10 日 5 橋本覚兵衛 2 月 10 日 書状 → 極楽寺使者

2 月 12 日 6 守屋左源司 2 月 12 日未明 使者：市兵衛 → 平野数馬

2 月 15 日 7 守屋左源司 2 月 15 日 大友下枝発、建吉行きの使
者に託す → 大友建吉

2 月 16 日 8 大友下枝・建吉 2 月 16 日 書状 → 守屋左源司

2 月 16 日 9 平野数馬 2 月 15 日夕 使者：市兵衛 → 守屋左源司

2 月 19 日 10 守屋左源司 2 月 19 日 使者：覚兵衛 → 平野数馬

2 月 24 日 11 平野数馬・関 岩尾 2 月 22 日 使者：覚兵衛 → 守屋左源司

2 月 25 日 12 松渕村 児玉大隅 2 月 24 日 書状 → 守屋左源司

2 月 25 日 13 平野数馬 2 月 24 日
昼四つ時 飛脚：菊松 → 守屋左源司

2 月 26 日 14 守屋左源司 2 月 26 日 飛脚：菊松 → 平野数馬
2 月 29 日 15 守屋左源司 2 月 29 日 書状 → 大友建吉

3 月 4 日 16 寺社奉行 小貫佐渡 3 月 4 日 御条目 → 守屋左源司

3 月 10 日 17 寺社方 3 月 10 日 親類 平野数馬を呼び出し
て書付を手交 → 守屋左源司親類

3 月 14 日 18 大山鉄之助・平野数馬・
関 岩尾 3 月 14 日 書状 → 寺社方

3 月 15 日 19 大友建吉 3 月 11 日 書状 → 佐々木主税

3 月 15 日 20 佐々木主税 3 月 17 日 書状 → 大友建吉

3 月 16 日 21 守屋造酒進 3 月 16 日 使者：儀助 → 寺社方
3 月 16 日 22 守屋造酒進 3 月 16 日 書状 → 大友建吉

3 月 19 日 23 平野数馬・大山鉄之助 3 月 17 日 書状 → 寺社方

〈表１〉「御用日記」に見る通信の状況 白い欄は守屋左源司発の書状類

（５）
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飛
脚
便
に
は
「
三
国
社
神
主
社
人
大
頭
守
屋
左
源
治
追
放
被
仰
付
候
事
。
但
、
御

伺
は
改
易
ニ
候
得
は
、
追
放
と
被
仰
出
、
併
両
様
之
内
評
議
次
第
之
事
」
と
あ
り
、

守
屋
左
源
司
を
追
放
処
分
と
す
る
藩
主
の
意
向
が
伝
え
ら
れ
た
。（
８
）

　

二
月
二
十
四
日
、
寺
社
方
は
守
屋
左
源
司
兄
の
平
野
数
馬
を
呼
び
出
し
、
処
分

を
下
す
の
で
左
源
司
を
出
府
さ
せ
る
よ
う
命
じ
、
こ
の
命
令
は
翌
二
十
五
日
八
ツ

時
、
八
沢
木
村
の
左
源
司
に
伝
わ
っ
た
。

　

守
屋
左
源
司
は
、
親
戚
で
薄
井
村
の
楠
彦
一
郎
か
ら
羽
織
を
用
立
て
て
も
ら
う

が
駕
籠
が
な
い
。
そ
こ
で
徒
歩
で
花
館
村
ま
で
出
て
、
外
山
慶
四
郎
か
ら
駕
籠
を

借
り
て
出
発
し
、
二
月
二
十
八
日
、
実
家
平
野
家
へ
到
着
し
処
分
が
下
さ
れ
る
の

を
待
つ
。

　

処
分
が
下
さ
れ
る
三
月
四
日
以
前
、
左
源
司
は
自
身
に
下
さ
れ
る
処
分
を
ど
の

よ
う
に
予
想
し
て
い
た
の
か
を
日
記
か
ら
拾
っ
て
み
よ
う
。
二
月
二
十
七
日
条
に

は
、
八
沢
木
を
発
つ
に
際
し
、
不
安
が
る
家
の
者
へ
三
月
過
ぎ
に
は
帰
宅
す
る
旨

を
話
し
安
心
さ
せ
る
も
、
内
心
は
追
放
処
分
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
三
月
一
日
、
守
屋
左
源
司
は
、
御
預
け
・

御
暇
・
追
放
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
処
分
と
な
る
情
報
を
得
て
い
る
。
翌
日
、
指
引

役
の
高
橋
源
之
進
か
ら
「
遠
方
公
用
」
と
な
る
旨
を
話
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
岩
館

へ
の
追
放
を
予
想
し
、
病
気
で
あ
る
こ
と
か
ら
駕
籠
に
乗
っ
て
移
動
す
る
願
い
を

申
し
出
て
い
る
。

　

守
屋
左
源
司
へ
の
処
罰
申
渡
し
は
「
御
用
日
記
」
三
月
四
日
条
に
記
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
日
四
ツ
時
過
、
寺
社
方
よ
り
親
類
同
道
で
寺
社
方
へ
来
る
よ
う
指
示
を
受

け
、
七
ッ
時
過
ぎ
、
平
野
数
馬
を
同
道
し
寺
社
方
へ
出
頭
す
る
。
そ
こ
で
寺
社
奉

行
小
貫
佐
渡
か
ら
御
條
目
を
も
っ
て
「
社
人
大
頭
被
召
放
、御
領
内
徘
徊
被
指
塞
、

山
本
郡
岩
館
越
追
放
」
が
申
渡
さ
れ
る
。
そ
の
後
左
源
司
は
、
袴
を
脱
ぎ
羽
織
姿

で
駕
籠
に
乗
り
、
御
小
人
小
頭
を
召
し
連
れ
、
鑓
と
箱
を
立
て
た
行
列
で
土
崎
湊

へ
行
き
、
そ
こ
で
宿
泊
し
て
い
る
。
寺
社
方
へ
出
頭
し
て
い
た
際
に
身
に
つ
け
て

い
た
大
小
の
刀
と
袴
は
、
兄
の
平
野
数
馬
が
行
列
に
同
道
し
て
湊
へ
持
っ
て
来
て

い
る
。

　

こ
う
し
て
守
屋
左
源
司
は
追
放
の
処
分
と
な
る
が
、
処
分
の
軽
重
に
つ
い
て

述
べ
て
み
た
い
。「
久
保
田
藩
事
務
様
式 

三
十
二 

御
仕
置
仕
形
之
事
に
よ
る
と
、

処
分
は
軽
い
順
に
、
遠
慮
・
逼
塞
・
蟄
居
・
閉
門
・
改
易
・
追
放
と
な
る
。
他
に

御
暇
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
改
易
・
追
放
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。「
同
書 

三
十
八 

追
放
御
境
口
箇
処
」
で
は
追
放
先
に
よ
る
処
分
の
軽
重
が
記
さ
れ
て
お

り
、
軽
が
瀧
之
下
（
亀
田
境
）、
中
が
生
保
内
（
南
部
境
）
と
岩
館
（
津
軽
境
）、

重
が
大
沢
（
矢
島
境
）
と
手
倉
（
仙
台
境
）
と
あ
る
。（
９
）

　

こ
こ
か
ら
守
屋
左
源
司
の
処
分
は
、
最
も
重
い
仕
置
き
で
あ
る
追
放
の
う
ち
の

中
級
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
４
）
守
屋
造
酒
進
の
家
督
相
続

　

冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、こ
の
「
御
用
日
記
」
は
三
月
四
日
の
処
分
を
境
に
、

主
人
公
が
守
屋
左
源
司
か
ら
守
屋
造
酒
進
に
代
わ
る
。

　

三
月
十
日
平
野
数
馬
が
寺
社
方
に
呼
び
出
さ
れ
、
寺
社
奉
行
小
貫
佐
渡
の
意
向

が
記
さ
れ
た
次
の
書
付
を
渡
さ
れ
る
。

 

守
屋
左
源
司
親
類
え　

　
　
　

 

守
屋
左
源
司
無
調
法
之
儀
有
之
、
此
度
御
追
放
被
仰
付
候
得
と
も　

保
呂

羽
山
守
護
形
之
家
筋
ニ
付
、
故
守
太
夫
家
跡
被
立
下
候
間
、
相
応
之
人
物

可
被
申
立
候
。

　
　
　
　
　

三
月

　

こ
の
文
言
の
持
つ
意
味
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
守
屋
左
源
司
を
追
放

に
し
た
と
し
て
も
、
秋
田
藩
は
「
保
呂
羽
山
守
護
形
の
家
筋
」
と
い
う
理
由
か
ら

社
家
大
頭
の
守
屋
家
を
存
続
さ
せ
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら

で
あ
る
。

  

従
来
の
研
究
で
は
、
守
屋
家
は
火
事
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
て
神
職
を
剥
奪
さ
れ

た
か
の
よ
う
な
書
き
方
を
さ
れ
て
き
た
が
、
藩
に
そ
の
よ
う
な
意
図
は
な
か
っ
た

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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と
い
う
こ
と
が
右
の
文
言
か
ら
指
摘
す
る
事
が
で
き
る
。

　

三
月
十
五
日
、
平
野
数
馬
は
左
源
司
に
代
わ
り
守
屋
家
を
継
ぐ
人
物
と
し
て
、

七
十
九
石
の
秋
田
藩
士
大
山
鉄
之
助
の
弟
、
造
酒
進
を
願
い
出
る
。
翌
十
六
日
、

平
野
数
馬
は
寺
社
方
に
呼
び
出
さ
れ
、
大
山
鉄
之
助
の
弟
、
造
酒
進
の
守
屋
家
相

続
が
許
可
さ
れ
た
旨
を
申
渡
さ
れ
る
。

　

大
山
鉄
之
助
の
弟
造
酒
進
に
よ
る
守
屋
家
の
家
督
相
続
に
つ
い
て
、
藩
側
の
記

録
で
あ
る
「
久
保
田
藩
事
務
様
式
」
を
見
よ
う
。（
１
０
）

　

一 

社
人
守
屋
左
源
司
無
調
法
之
儀
有
之
、
御
追
放
ニ
相
成
り
、
其
後
故
守
太
夫

家
跡
を
以
被
立
下
候
事
ニ
被
仰
渡
候
上
、
左
源
司
親
類
よ
り
大
山
鉄
之
助
実

弟
造
酒
進
養
子
願
差
出
候
節
、
於
寺
社
方
願
之
通
申
渡
御
届
之
上
、
老
中
よ

り
別
紙
を
以
為
御
知
言
上
ニ
相
成
ル
。

　
　

 〈
中
略
〉
御
追
放
跡
は
逐
電
と
違
ひ
家
跡
御
吟
味
之
上
被
立
下
候
御
規
定
ニ

付
、
申
会
之
上
、
定
之
通
御
伺
右
之
通
ニ
相
極
、
御
用
番
（
塩
谷
）
伯
耆
殿

御
列
座
・（
石
塚
）
孫
太
夫
殿
・（
宇
都
宮
）
帯
刀
殿
。

　
　

于
時
嘉
永
六
年
丑
三
月
十
六
日

　

秋
田
藩
に
は
、
追
放
の
場
合
、
吟
味
の
上
、
別
の
人
物
に
家
跡
を
継
が
せ
る
と

い
う
規
定
が
あ
り
、
塩
谷
・
石
塚
・
宇
都
宮
の
三
家
老
は
、
こ
の
規
定
に
則
っ
て

大
山
造
酒
進
の
守
屋
家
相
続
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
三
月
四
日
に
守
屋
左
源
司
が
岩
館
追
放
と
な
り
、
十
五

日
に
大
山
造
酒
進
の
家
督
相
続
が
願
い
出
さ
れ
、
翌
日
に
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る

と
い
う
よ
う
に
、
ス
ム
ー
ズ
に
左
源
司
か
ら
造
酒
進
へ
家
が
継
承
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
で
は
左
源
司
の
代
わ
り
と
な
る
造
酒
進
が
、
い
つ
か
ら
守
屋
の
家

を
継
ぐ
人
物
と
し
て
用
意
さ
れ
た
の
か
、
次
に
こ
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た

い
。

　

大
山
造
酒
進
、
改
名
前
の
孝
吉
と
い
う
名
が
初
め
て
「
御
用
日
記
」
に
出
て
く

る
の
は
『
秋
田
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
〇
号
で
翻
刻
し
た
「
御
用
日
記
」

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
一
月
二
十
七
日
条
で
あ
る
。

　

一 

久
保
田
よ
り
飛
脚
初
五
郎
・
源
七
両
人
、
昨
廿
六
日
夕
出
立
、
夜
通
ニ
て
早

朝
当
着
致
候
。
依
て
実
兄
数
馬
よ
り
内
状
要
文
件
々
左
之
通
。

　
　
　
　
〈
中
略
〉

　
　

一 

兼
て
縁
談
相
極
置
候
養
子
孝
吉
事
、
此
間
大
山
鉄
之
助
親
類
大
越
頼
母
え

罷
越
候
所
、
折
角
始
末
致
弐
三
月
頃
ニ
も
内
々
引
越
候
様
之
手
配
と
相
見

得
候
趣
申
来
候
。

　
　
　
　
〈
後
略
〉

　
　
　
　
　

正
月
廿
六
日
夕
八
ツ
時 

平
野
数
馬　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

　

こ
れ
は
、
一
月
二
十
六
日
に
平
野
数
馬
が
認
め
た
書
状
の
写
し
で
あ
る
が
、
こ

こ
か
ら
大
山
鉄
之
助
の
弟
孝
吉
は
「
兼
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
養
子
に

入
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
お
り
、
二
月
か
三
月
に
は
八
沢
木
へ
引
っ
越
す
段
取
り
で

話
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
孝
吉
の
養
子
入
れ
に
大
山
鉄
之
助

の
親
類
で
あ
る
大
越
頼
母
（
百
八
十
石
）
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
本
稿
で
翻
刻
す
る
「
御
用
日
記
」
二
月
五
日
条
に
は
、
養
子
入
れ
に
阿
曽

村
源
蔵
（
九
十
八
石
）
と
大
越
頼
母
の
妻
が
関
わ
っ
て
い
る
と
あ
る
。

　

大
山
孝
吉
の
養
子
入
れ
と
引
っ
越
し
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
二
月
二
十
四
日
条

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

一 

大
山
鉄
之
助
方
へ
罷
越
、
孝
吉
事
段
相
談
ニ
及
候
所
、
品
々
始
末
形
も
有

之
候
由
ニ
候
へ
と
も
、
大
略
間
ニ
合
、
来
月
十
一
日
此
表
出
立
、
十
二
日

其
表
え
着
之
積
ニ
内
々
申
会
候
云
々
。
依
て
来
月
九
日
晩
迄
迎
之
も
の
両

三
人
も
可
被
指
遣
候
云
々
。

　
　
　
　
　

二
月
廿
二
日
認 

平
野
数
馬　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

　

こ
れ
も
平
野
数
馬
か
ら
の
書
状
の
写
し
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
三
月
十
一
日
に
大

（７）
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山
孝
吉
が
久
保
田
を
出
発
し
、
十
二
日
に
八
沢
木
に
到
着
す
る
と
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
大
山
孝
吉
は
守
屋
左
源
司
の
処
分
が
三
月
に
行
わ
れ
な
く
と
も
、
三

月
中
に
は
家
督
を
相
続
す
る
予
定
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
藩
は
左
源
司
の
処
分
か
ら

時
を
経
ず
し
て
、
平
野
数
馬
に
別
の
人
物
を
家
督
に
継
が
せ
る
よ
う
命
じ
た
が
、

平
野
が
滞
る
こ
と
な
く
造
酒
進
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
従
前
か
ら
孝

吉
の
養
子
入
り
の
話
が
進
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

守
屋
家
資
料
未
整
理
分
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
守
屋
造
酒
進
に
関
す
る
も
の
で

あ
り
「
御
用
日
記
」
を
翻
刻
し
た
こ
と
で
、
造
酒
進
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て

守
屋
家
の
当
主
に
な
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

し
か
し
、
筆
者
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
メ
ン
バ
ー
一
同
は
、
武
家
の
子
弟
が
神
主

に
迎
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
神
社
の
祭
祀
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
疑

問
を
抱
い
て
き
た
。

　

だ
が
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
も
「
御
用
日
記
」
に
書
か
れ
て
い
る
。
三
月

十
九
日
条
に
、
造
酒
進
の
後
見
に
仙
北
郡
金
沢
八
幡
神
社
三
浦
下
総
介
が
就
く
と

あ
る
。

　

十
七
歳
の
守
屋
造
酒
進
は
、
三
浦
下
総
介
の
指
導
の
下
、
波
宇
志
別
神
社
の
神

主
と
し
て
新
た
な
人
生
を
歩
む
の
で
あ
る
。

　
　
（
５
）
お
わ
り
に

　
『
秋
田
県
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
四
〇
号
で
翻
刻
し
た
嘉
永
六
年
一
月
の
「
御

用
日
記
」
と
、こ
こ
に
翻
刻
す
る
同
年
二
・
三
月
の
「
御
用
日
記
」
を
見
る
こ
と
で
、

嘉
永
六
年
一
月
四
日
に
発
生
し
た
波
宇
志
別
神
社
守
屋
家
屋
敷
の
火
災
と
、
そ
の

責
を
問
わ
れ
処
罰
さ
れ
た
守
屋
左
源
司
の
動
き
と
守
屋
造
酒
進
の
家
督
相
続
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
一
連
の
内
容
は
、従
来
の
研
究
を
覆
す
内
容
を
持
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
二
冊
の
「
御
用
日
記
」
の
翻
刻
を
通
し
て
新
た
な
疑
問
も
浮
か
び
上

が
る
。
一
つ
は
、
何
故
守
屋
家
は
左
源
司
・
造
酒
進
と
二
代
続
い
て
秋
田
藩
士
の

子
弟
が
当
主
に
な
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
波
宇
志
別
神
社
の
神
主
で

あ
る
大
友
家
は
、
代
々
大
友
の
血
筋
の
者
が
家
を
継
い
で
お
り
、
守
屋
家
と
好
対

照
を
な
す
。（
１
１
）
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
追
放
さ
れ
た
後
の
守
屋
左
源
司
の
行
動

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
守
屋
家
資
料
に
「
御
用
日
記
」
の
基
に
な
っ
た

同
時
代
の
左
源
司
の
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
後
翻
刻
作
業
を
行
っ
て
発

表
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊
解
題
は
本
館
学
芸
主
事 

畑
中
康
博
が
執
筆
し
た
。

　
〈
註
〉

（
１
）『
大
森
町
郷
土
史
』（
大
森
町
、
昭
和
五
十
六
年
）
七
四
七
頁

（
２
）
新
野
直
吉
・
渡
部
綱
次
郎
『
大
森
町
の
誇
り 

波
宇
志
別
の
近
世
国
学
』

　
　
　
（
大
森
町
、
一
九
九
六
年
）
二
三
六
頁

（
３
）「（
守
屋
造
酒
進
近
進
並
召
立
の
命
令
）」（
守
屋
家
資
料D

-2-2-6

）

（
４
）「
賞
の
部
」（
秋
田
県
公
文
書
館 A

317-75

）

（
５
） 

磯
田
道
史
に
よ
る
と
、
近
世
の
武
士
社
会
は
、
家
の
永
続
性
の
あ
る
武
士

身
分
の
近
進
、
武
士
と
奉
公
人
の
中
間
層
で
あ
る
徒
（
歩
行
）、
奉
公
人
の

足
軽
の
三
階
層
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。（『
近
世
大
名
家
臣
団

の
社
会
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）

　
　

 　

秋
田
藩
の
武
士
社
会
は
、
戦
時
に
あ
っ
て
騎
馬
武
者
と
な
る
藩
士
を
一
騎

（
一
五
〇
石
以
上
）、
こ
れ
に
次
ぐ
知
行
七
〇
石
以
上
の
藩
士
を
駄
輩
、
そ
の

下
の
三
〇
石
以
上
の
藩
士
を
不
肖
と
い
っ
た
。
そ
し
て
三
〇
石
未
満
の
藩
士

が
近
進
で
、
徒
に
な
る
と
知
行
で
は
な
く
扶
持
米
の
み
の
支
給
に
な
っ
た
。

　
　

 　

従
っ
て
、
守
屋
造
酒
進
の
近
進
召
し
立
て
は
、
秋
田
藩
の
最
下
級
の
武
士

に
召
し
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
６
）『
宇
都
宮
孟
綱
日
記
』（
秋
田
県
公
文
書
館
）
嘉
永
六
年
一
月
六
日
条

（
７
）『
宇
都
宮
孟
綱
日
記
』（
秋
田
県
公
文
書
館
）
嘉
永
六
年
一
月
二
十
六
日
条

（
８
）『
宇
都
宮
孟
綱
日
記
』（
秋
田
県
公
文
書
館
）
嘉
永
六
年
二
月
二
十
二
日
条

（
９
）（
１
０
）「
久
保
田
藩
事
務
様
式
」（
秋
田
県
公
文
書
館 A

25-69

）

（
１
１
）
渡
部
綱
次
郎
『
近
世
秋
田
の
學
問
と
文
化
―
和
學
編
―
』（
平
成
十
一
年

　
　
　
　

九
月
二
十
五
日
）
九
頁

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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２　

翻
刻
に
あ
た
っ
て

　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
常
用
漢
字
を
用
い
、
古
体
・
異
体
・
略
体
の
文
字
、
及

び
変
体
仮
名
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
常
用
漢
字
に
無
い
も
の
や
、
慣

用
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
俗
字
は
、
原
史
料
の
表
記
に
従
っ
た
箇
所
も
あ
る
。
ま

た
、
接
続
詞
の
「
并
」
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
た
。

　

全
文
に
わ
た
り
、
原
本
に
は
な
い
句
読
点
・
並
列
点
を
補
っ
た
。

　

文
中
の
欠
字
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
が
、
平
出
は
欠
字
で
表
記
し
た
。

　

３　

全
文
翻
刻

    　

  「

　
　
　
　

嘉
永
六
年

　
　
　
　

御
用
日
記

　
　
　
　

丑
二
月
よ
り
三
月
迄
終

                       　
　
　
　
　

   

」

　　
　

二
月
　
　
大
友
建
吉
在
番

　
　
同
五
日

一 

御
城
下
組
頭
川
尻
兵
庫
、
男
鹿
組
頭
鎌
田
肥
前
同
性
環
両
人
罷
出
候
ハ
、
此
度

焼　

失
ニ
付
、
配
下
よ
り
弔
ニ
て
組
下
取
纒
候
て
、
御
城
下
分
預
五
拾
貫
文
包

土
崎
千
里
介
・
川
尻
兵
庫
両
名
ニ
て
指
出
候
。
男
鹿
組
預
弐
拾
貫
文
包
、
鎌
田

肥
前
名
前
ニ
て
指
出
候
。
尚
岩
城
村
近
谷
主
殿
よ
り
預
三
貫
文
包
、
右
同
人
共

え
頼
遣
候
。
外
ニ
土
産
物
少
々
持
参
呉
候
。
川
辺
郡
分
ハ
追
々
指
上
候
積
ニ
有

之
趣
、
兵
庫
申
聞
ニ
候
。
仍
て
面
会
之
上
茶
指
出
し
取
扱
遣
候
。
大
友
え
鳥
渡

立
寄
り
、
大
森
ニ
て
泊
り
、
夫
よ
り
角
館
え
罷
越
候
由
ニ
有
之
候
。
帰
宅
之
上

ハ
各
組
下
え
も
宜
と
一
礼
申
述
遣
候
云
々
。

一 

平
野
数
馬
よ
り
賃
銭
付
ニ
て
、
同
三
日
昼
九
ツ
時
指
出
候
宿
送
書
状
夜
中
相
達

候
。
御
用
筋
并
要
文
共
件
々
左
之
通
申
来
候
。

　
　
　

 

昨
二
日
小
川
文
四
郎
殿
よ
り
手
紙
を
以
頭
中
被
申
含
候
。
御
用
談
致
度
ニ

付
罷
出
呉
候
様
申
越
候
間
、
夕
後
同
人
宅
え
罷
越
候
所
、
委
曲
別
紙
之
通

被
仰
含
候
。
尤
演
舌
ニ
て
被
仰
含
候
へ
と
も
、
若
間
違
ひ
候
て
ハ
不
宜
候

故
、
為
念
之
拙
者
手
内
限
心
得
迄
ニ
書
付
ニ
て
持
参
致
候
。
右
書
付
其
侭

差
遣
候
間
、
左
ニ
御
心
得
可
被
成
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　

 

忌
中
之
節
御
神
事
え
相
懸
り
、
宅
元
ニ
お
ゐ
て
名
代
を
以
御
神
式
相

勤
、且
参
籠
之
も
の
止
宿
為
致
候
先
例
有
之
候
ハ
ヽ
可
書
出
事
。
但
、

自
分
ニ
先
例
無
之
共
慥
ニ
見
聞
ニ
及
候
儀
有
之
候
ハ
ヽ
大
友
家
之
例

ニ
て
も
不
苦
事
。

　
　
　
　

 

右
之
通
ニ
候
間
能
々
御
趣
意
相
当
致
候
様
御
思
慮
被
成
、
早
々
御
答
書

可
被
遣
候
。

　
　

一 

文
四
郎
殿
よ
り
内
々
承
候
所
、
先
頃
御
尋
被
成
置
候
砌
之
御
答
書
あ
し
く

と
申
筋
ニ
無
之
候
へ
と
も
、
忌
服
と
相
混
候
故
、
此
度
忌
中
之
砌
の
み
相

分
ケ
御
尋
被
成
置
候
よ
し
。
尤
忌
服
軽
重
有
之
儀
は
勿
論
之
事
ニ
候
故
、

能
々
御
心
得
御
答
可
被
成
候
云
々
。

　
　

一 

文
四
郎
殿
弥
勒
堂
御
畳
申
立
ニ
、
表
弐
拾
六
枚
と
認
有
之
分
入
不
申
趣
、

其
詮
ハ
御
畳
之
数
有
之
候
へ
ハ
相
分
候
事
ニ
て
、
常
之
表
替
と
も
違
ひ
候

趣
と
も
申
聞
候
故
、
相
除
き
認
直
し
、
明
四
日
方
同
人
手
内
え
可
差
出
候

故
、
左
ニ
御
心
得
可
被
成
候
云
々
。

　
　

一 

先
頃
御
答
書
拙
者
共
取
請
形
を
以
宅
元
参
詣
之
も
の
え
貸
置
候
と
加
筆
致

候
所
、
趣
意
違
ひ
ニ
相
成
り
不
宜
候
ニ
付
、
其
方
よ
り
別
段
認
直
し
被
遣

候
書
載
、
其
節
引
替
差
出
候
。
引
替
置
候
先
之
書
載
一
両
日
已
前
大
川
六

郎
右
衛
門
殿
よ
り
書
状
添
相
戻
居
候
間
、
此
度
相
返
し
遣
候
、
御
入
手
可

被
成
候
云
々
。

　
　

一 

養
子
孝
吉
事
、
此
節
切
角
始
末
致
居
候
よ
し
阿
曽
村
源
蔵
・
大
越
頼
母
妻

抔
之
咄
ニ
有
之
候
。
依
て
は
兼
て
被
申
越
候
鑓
等
之
儀
も
手
配
形
頼
置
候

云
々
。

（９）
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二
月
三
日
昼
九
ツ
時 

平
野
数
馬　

　
　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

　
　

同
六
日

一 

平
野
数
馬
よ
り
前
件
之
通
申
来
候
故
、
末
家
申
会
之
上
、
甚
之
丞
・
五
郎
兵
衛

両
人
惣
名
代
と
し
て
御
答
書
為
持
、
尚
此
度
主
税
宅
え
引
移
り
候
ニ
付
、
宅
替

願
等
之
儀
も
相
兼
、
未
明
出
立
為
致
候
ニ
付
、
昨
夜
中
取
急
き
御
答
書
認
メ
指

遣
候
所
、
不
具
サ
之
儀
有
之
、
久
保
田
親
類
共
并
取
次
役
衆
え
も
入
内
見
ニ
候

所
、
差
略
之
御
答
ニ
て
見
解
兼
候
義
も
有
之
よ
し
ニ
て
相
返
し
候
。
依
て
追
々

認
直
し
差
遣
候
ニ
付
、
相
納
り
候
御
答
書
ニ
て
此
所
え
認
置
候
。
須
く
平
野
え

之
往
覆
書
面
ニ
て
入
割
能
々
心
得
可
申
事
。
依
て
御
答
書
并
平
野
数
馬
え
之
書

状
要
文
共
左
ニ
。

　
　

一 

此
度
御
答
書
甚
之
丞
・
五
郎
兵
衛
両
人
態
々
指
遣
し
、
昨
夜
急
段
執
筆
致
、

殊
ニ
病
中
故
大
略
認
上
候
。
是
ニ
て
御
分
り
不
被
成
義
も
御
座
候
ハ
ヽ
思

召
丈
御
不
審
御
返
し
可
被
下
候
云
々
。

　
　

一 

仮
宅
之
儀
兼
て
御
内
話
申
上
候
通
、
良
助
家
ニ
て
差
障
り
之
儀
有
之
、
且

手
狭
ニ
付
、
旁
不
勝
手
之
筋
有
之
ニ
付
、
去
月
廿
五
日
よ
り
佐
々
木
主
税

宅
え
引
移
り
申
候
。
依
之
宅
替
願
書
認
指
上
候
間
、
御
評
之
上
可
然
御
執

計
意
可
被
下
候
云
々
。

　
　

一 

養
子
孝
吉
事
も
段
向
方
ニ
て
取
始
末
罷
在
候
よ
し
、何
ニ
寄
案
堵
罷
在
候
。

乍
此
上
何
分
能
々
向
方
親
類
中
え
も
宜
様
奉
願
候
。
三
月
中
ニ
も
引
越
可

相
成
様
最
初
被
仰
下
候
。
弥
左
様
之
都
合
ニ
も
相
成
候
へ
ハ
、
大
慶
之
至

ニ
奉
存
候
。
殊
ニ
鑓
等
之
儀
も
御
内
談
被
下
候
よ
し
、
是
亦
都
合
も
宜
敷

事
ニ
御
座
候
云
々
。
外
内
事
向
品
々
有
之
候
へ
と
も
相
略
、
如
斯
ニ
御
座

候
云
々
。

　
　
　
　
　

二
月
六
日
未
明 

守
屋
左
源
司　

　
　
　
　
　
　
　
　

平
野
数
馬
様

　
　
　
　
　
　

 

但
、
仮
宅
主
税
家
え
宅
替
願
書
認
遣
候
へ
と
も
、
改
て
願
申
立
候

ニ
不
相
及
趣
ニ
て
相
返
り
候
故
、
此
所
ニ
認
置
不
申
候
。
御
答
書

の
み
認
置
候
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　

 

私
親
類
守
屋
左
源
司
家
ニ
て
忌
中
之
節
御
神
事
え
相
懸
、
宅
元
ニ
お

ゐ
て
名
代
を
以
御
神
式
相
勤
、
且
参
籠
之
も
の
止
宿
為
致
候
先
例
有

之
候
ハ
ヽ
可
書
出
。
但
、
当
人
家
ニ
先
例
無
之
共
慥
ニ
見
聞
ニ
及
候

儀
有
之
候
ハ
ヽ
大
友
家
之
例
ニ
て
も
不
苦
趣
被
仰
含
候
ニ
付
、
左
源

司
え
取
合
候
所
、
左
之
通
申
聞
ニ
御
座
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　

御
答

　
　
　
　
　

 

居
宅
於　

神
前
ニ
御
神
事
相
勤
候
儀
は
、
兼
て
申
上
置
候
通
、
十
一

月
御
神
楽
之
砌
ニ
相
限
り　

三
国
社
共
御
神
事
相
勤
申
候
。
然
は
忌

中
之
節
右
御
神
事
え
相
懸
り
名
代
を
以
相
勤
、
参
籠
之
者
止
宿
致
候

儀
近
例
覚
無
御
座
候
。
古
例
之
儀
ハ
有
無
居
て
不
被
申
上
候
。

　
　
　
　
　
　

 

但
、
忌
中
之
儀
は
日
数
も
無
之
候
故
類
例
多
ふ
く
無
之
様
ニ
御
座

候
。
服
中
ハ
多
分
御
事
え
相
懸
り
候
類
例
有
之
候
へ
共
、
忌
中
の

み
之
御
尋
故
服
中
之
類
例
不
申
上
候
。

　
　

一 

忌
中
之
砌
宅
元
ニ
て
御
神
事
不
相
勤
候
こ
と
も
年
中
恒
例
之
御
神
事
え
忌

中
差
懸
り　

保
呂
羽
山
并
弥
勒
堂
御
宮
殿
且
高
岳
山
御
神
事
共
名
代
を
以

相
勤
候
近
例
形
、
気
憶
罷
有
候
分
左
之
通
申
上
候
。

　
　

一 

祖
父
飛
騨
守
文
政
五
午
年
閏
正
月
中
病
死
仕
候
ニ
付
、
亡
父
守
太
夫
忌
中

同
二
月
社
日
御
神
事
え
相
懸
り
、
名
代
を
以
保
呂
羽
山
并
弥
勒
堂
御
神
式

共
相
勤
候
事
ニ
御
座
候
。

　
　
　
　

但
、
参
詣
止
宿
有
無
之
儀
相
知
不
申
候
。

　
　

一 

祖
母
文
政
六
未
年
七
月
中
病
死
仕
候
ニ
付
、
亡
父
守
太
夫
忌
中
同
八
月

十
五
日
御
神
事
并
社
日
御
神
事
え
相
懸
り
、
名
代
を
以
保
呂
羽
山
并
弥
勒

堂
御
神
式
共
相
勤
候
事
ニ
御
座
候
。

　
　
　
　

但
、
参
籠
止
宿
有
無
相
知
不
申
候
。

　
　

一 
天
保
十
三
寅
年
七
月
中
亡
父
守
太
夫
病
死
仕
候
ニ
付
、
左
源
司
忌
中
、
同

八
月
五
日
高
岳
山
御
神
事
、
同
十
五
日
保
呂
羽
山
并
弥
勒
堂
御
神
事
、
且

社
日
御
神
事
共
名
代
を
以
相
勤
候
事
ニ
御
座
候
。

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）

（10）

〈
神 

脱
カ
〉
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但
、
宅
元
参
籠
之
者
無
御
座
候
。

　
　

一 
弘
化
元
辰
年
八
月
中
異
父
姉
関
岩
尾
妻
病
死
ニ
付
、
左
源
司
忌
中
同
月

十
五
日
御
神
事
え
相
懸
り
別
宅
仕
、
名
代
を
以
保
呂
羽
山
并
弥
勒
堂
御
神

式
共
相
勤
候
事
ニ
御
座
候
。

　
　
　
　

但
、
参
詣
之
者
数
十
人
止
宿
致
候
義
覚
居
候
事
ニ
御
座
候
。

　
　

一 

嘉
永
二
酉
年
閏
四
月
中
母
方
之
祖
父
楠
左
衛
門
病
死
仕
候
ニ
付
、
左
源
司

忌
中
同
五
月
五
日
御
神
事
え
相
懸
り
、
保
呂
羽
山
并
弥
勒
堂
御
神
式
共
名

代
を
以
相
勤
候
事
ニ
御
座
候
。

　
　
　
　

 

但
、
此
砌
在
番
中
ニ
て
在
宿
不
仕
候
故
、
別
宅
之
類
例
ニ
準
、
忌
中
名

代
を
以
相
勤
候
義
も
申
上
候
。
参
詣
止
宿
有
無
相
知
不
申
候
。
尚
、
先

代
共
忌
中
名
代
を
以
御
神
事
相
勤
候
類
例
心
当
も
御
座
候
へ
共
、
記
録

焼
亡
ニ
付
早
束
吟
味
可
申
上
様
無
御
座
候
。

　
　

一 

天
保
十
二
丑
年
九
月
六
日
大
友
外
記
病
死
い
た
し
、
十
一
月
十
日
迄
六
拾

四
日
之
日
数
相
懸
り
候
所
、
五
拾
日
ニ
て
忌
札
引
取
、
同
月
七
日
宅
元
ニ

お
ゐ
て
御
神
事
相
勤
候
ニ
付
、
五
百
枝
別
宅
仕
、
右
御
神
事
相
勤
候
事
ニ

御
座
候
。
但
、
六
拾
四
日
と
申
候
は
、
俗
に
他
之
五
拾
ケ
日
ニ
相
準
、
先

規
よ
り
右
日
数
を
以
祭
祀
執
行
罷
在
候
。
尤
忌
中
御
届
之
儀
も
文
化
之
頃

迄
も
右
六
拾
四
日
之
日
数
を
以
御
届
申
上
候
様
ニ
、
慥
ニ
心
得
罷
在
候
。

随
て
忌
札
等
も
六
拾
四
日
相
立
置
候
事
ニ
御
座
候
。
大
友
直
枝
死
去
之
頃

迄
、
六
十
四
日
忌
中
札
立
置
候
由
ニ
候
へ
共
、
外
記
死
去
之
砌
、
十
一
月

七
日
御
神
楽
え
相
懸
り
候
為
か
、
五
十
日
ニ
て
忌
札
引
取
候
事
ニ
承
り
罷

在
候
。
以
来
五
十
日
之
日
数
を
以
、
忌
中
御
届
申
上
候
事
ニ
申
会
相
決
し

候
由
ニ
て
亡
父
申
伝
ニ
付
、
其
後
五
十
日
ニ
て
忌
札
引
取
候
事
ニ
御
座
候

へ
共
、
祭
祀
之
儀
は
六
拾
四
日
ニ
て
執
行
致
候
。
大
友
之
家
格
形
は
不
案

内
ニ
候
へ
共
、
六
十
四
日
之
日
数
御
届
書
文
中
ニ
て
相
分
候
義
有
之
様
ニ

覚
候
間
、
御
吟
味
被
下
候
へ
ハ
明
白
可
仕
奉
存
候
。
尚
、
六
十
四
日
之
義

ハ
日
本
紀
并
喪
祭
家
礼
と
申
伝
書
ニ
委
曲
有
之
申
候
。

　
　

一 

参
詣
之
者
御
宮
内
并
宅
元
え
止
宿
参
籠
致
候
儀
は
、
正
月
御
祭
事
之
砌
、

三
日
夜
弥
勒
堂
御
宮
内
并
宅
元
え
参
籠
仕
候
。
同
四
日
夜
保
呂
羽
山
え
山

籠
仕
候
。
同
八
日
未
明
弥
勒
堂
ニ
お
ゐ
て
御
神
事
ニ
付
、
七
日
昼
よ
り
一

沢
之
氏
子
共
始
参
詣
之
者
も
宅
元
え
罷
出
午
王
札
之
式
有
之
、
直
々
同
晩

弥
勒
堂
并
宅
元
え
参
籠
罷
在
申
候
。
十
月
四
日
御
祭
事
之
砌
、
保
呂
羽
山

并
弥
勒
堂
御
宮
内
且
多
人
数
年
柄
は
宅
元
え
も
参
籠
仕
候
。
十
一
月
御
神

楽
之
砌
は
前
件
申
上
候
通
、
宅
元
ニ
限
り
参
籠
仕
候
。
右
之
通
之
旧
例
ニ

御
座
候
て
其
他
御
神
事
之
砌
と
て
も
社
日
等
ニ
ハ
御
山
上
并
弥
勒
堂
宅
元

迄
止
宿
、
参
籠
之
も
の
多
少
ニ
不
限
御
座
候
へ
共
、
臨
時
之
事
故
居
て
有

無
之
儀
不
被
申
上
候
。
一
正
月
御
神
事
之
儀
は
、
弥
勒
堂
御
宮
殿
ニ
て
三

日
夜
御
神
事
初
ニ
付
、
恒
例
之
御
神
事
と
ハ
乍
申
、
居
宅
神
前
向
并
弥
勒

堂
御
宮
ヲ
始
末
社
ニ
至
迄
、
元
日
よ
り
別
段
献
備
之
品
々
旧
例
之
御
規
式

有
之
ニ
付
、
軽
重
忌
穢
ニ
不
限
不
浄
有
之
砌
は
別
宅
仕
、
名
代
を
以
諸
事

相
勤
罷
在
候
事
ニ
御
座
候
。

　
　
　
　

 

但
、
前
件
弥
勒
堂
御
神
事
と
申
候
は
、
保
呂
羽
山
恒
例
之
御
神
事
ニ
て

別
段
之
御
祭
事
ニ
無
御
座
候
得
と
も
、
御
神
式
御
社
式
等
之
儀
は
、
左

源
司
家
ニ
限
り
諸
事
相
整
、
大
友
家
ニ
て
一
切
取
締
不
申
候
。
居
宅
之

儀
は
、
惣
て
御
社
用
相
勤
、
御
神
事
之
砌
ハ
社
家
・
神
子
并
神
役
之
面
々

宅
元
え
相
詰
行
事
式
有
之
、
夫
よ
り
相
揃
弥
勒
堂
え
罷
出
御
神
事
相
勤

候
。
御
社
式
家
格
ニ
て
罷
在
候
ニ
付
、
御
神
事
之
砌
ハ
居
宅
穢
候
事
不

相
成
格
式
ニ
て
罷
在
申
候
。

　
　
　

右
之
趣
左
源
司
遠
慮
罷
在
候
ニ
付
、
私
よ
り
申
上
候
。
以
上

　
　
　
　
　

二
月 

平
野
数
馬　

　
　
　
　
　
　

 

右
御
答
書
先
ニ
指
遣
候
所
、不
具
サ
ニ
付
被
相
返
候
ニ
付
認
直
し
、

市
兵
衛
十
二
日
ニ
飛
脚
差
遣
候
砌
、
御
答
書
遣
候
所
、
至
極
相
分

候
よ
し
ニ
候
へ
と
も
、
追
々
書
加
ひ
申
度
儀
も
有
之
、
覚
兵
衛

十
九
日
出
府
致
候
ニ
付
、
跡
よ
り
御
答
之
書
載
同
様
ニ
認
直
し
書

候
。
依
て
跡
よ
り
指
遣
候
御
答
書
ニ
て
記
載
致
置
候
。
尤
引
替
ニ

相
成
候
書
載
も
、
大
川
六
郎
右
衛
門
殿
手
内
ニ
て
預
置
、
跡
之
御

尋
有
之
ニ
付
、
右
御
答
書
同
様
御
評
定
所
え
差
出
候
。
取
調
ニ
て

控
居
候
よ
し
ニ
て
則
引
替
ニ
相
成
候
由
、実
家
平
野
よ
り
申
来
候
。

（11）
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委
曲
ハ
覚
兵
衛
罷
帰
候
砌
、
平
野
数
馬
よ
り
之
書
状
ニ
て
明
白
致

し
二
十
四
日
之
部
え
記
載
致
置
候
。
引
合
心
得
可
申
事
云
々
。

　
　

同
八
日

一 

久
保
田
詰
合
大
友
建
吉
よ
り
書
状
、
同
人
在
処
よ
り
相
達
候
。
然
は
正
月
御
守

札
献
上
形
之
儀
、委
曲
申
来
候
。尚
、社
日
祈
年
御
伺
之
事
と
も
左
之
通
申
来
候
。

　
　
　

 

在
処
え
向
一
翰
啓
上
仕
候
。
春
寒
甚
御
座
候
処
、
御
居
喪
中
且
長
々
之
御

指
入
御
心
中
之
程
を
も
奉
遥
察
、
御
気
之
毒
千
万
之
御
事
ニ
奉
存
候
。
其

後
は
御
伺
呈
書
も
不
仕
、
心
外
之
御
無
沙
汰
背
本
意
ニ
候
。
別
て
此
節
御

手
廻
様
ニ
も
無
御
障
御
取
延
被
成
置
候
哉
、
御
床
敷
奉
存
候
。
然
は
去
月

御
守
札
小
生
不
快
ニ
付
、
両
家
分
相
兼
土
崎
千
里
介
を
以
無
滞
献
上
相
済

候
。
此
段
左
ニ
御
承
知
被
下
度
殊
に
御
吉
日
、
当
十
三
日
祈
年
御
窺
例
年

之
通
被
届
御
聞
候
間
、
此
段
御
伝
申
上
候
。
御
伺
書
是
迄
之
例
ニ
基
き
小

生
壱
名
ニ
て
指
出
候
草
稿
ハ
帰
宅
之
上
可
懸
御
目
ニ
候
。
御
祭
料
も
被
渡

置
候
得
と
も
貴
兄
よ
り
御
貸
銀
役
所
え
上
納
分
有
之
よ
し
。
仍
て
御
配
当

分
御
役
処
ニ
て
右
引
落
し
、
残
は
平
野
氏
え
ニ
て
も
御
渡
可
致
趣
ニ
御
座

候
故
、
左
ニ
御
承
知
可
被
下
候
。
別
条
無
御
座
候
へ
共
、
右
御
尋
旁
申
上

度
早
々
略
呈
仕
候
。
頓
首

　
　
　
　
　

二
月
五
日 
大
友　

拝　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
屋
様

　
　

同
十
日

一 

矢
嶋
御
領
法
内
む
ら
極
楽
寺
よ
り
使
者
を
以
飛
札
到
来
致
候
は
、
正
月
火
難
ニ

付
悔
之
趣
ニ
有
之
候
。
依
て
家
来
よ
り
一
と
通
挨
拶
ニ
及
置
候
。
尤
使
両
人
大

小
ニ
て
覚
兵
衛
所
え
落
付
、
同
人
を
以
取
次
申
聞
ニ
有
之
候
。
右
書
面
左
ニ
。

　
　
　

 

以
飛
札
致
啓
上
候
。
然
は
貴
宅
御
焼
失
怪
我
人
等
も
有
之
様
子
、
気
之
毒

之
至
ニ
奉
存
候
。
乍
去
御
災
難
之
儀
ニ
候
得
は
、
無
拠
義
ニ
奉
存
候
。
右

為
御
見
舞
如
斯
ニ
御
座
候
。
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　

二
月
十
日 

極
楽
寺　
　

 

宥
心　

　

         　
　

守
屋
佐　〈

マ
マ
〉　

源
次
様

　

 

右
之
通
ニ
候
故
、
家
来
取
次
口
上
控
ニ
半
切
え
左
之
通
り
認
メ
、
使
之
も
の
え

相
渡
遣
候
。

　
　
　
　
　
　

取
次
口
上
手
控

　
　
　

 

態
々
遠
路
之
所
被
入
御
念
御
使
者
并
御
手
簡
忝
存
候
。
旦
那
義
此
節
指
入

中
ニ
候
間
、
追
て
此
方
よ
り
御
挨
拶
ニ
可
相
及
候
故
、
一
先
ツ
宜
被
仰
上

被
下
度
候
。
以
上

　
　
　
　
　

二
月
十
日 

橋
本
覚
兵
衛　

　
　
　
　
　
　
　
　

極
楽
寺
様
御
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
使
様

　
　

同
十
二
日

一 

久
保
田
え
市
兵
衛
出
府
為
致
候
。
右
は
此
度
甚
之
丞
帰
ニ
御
答
書
久
保
田
親
類

共
よ
り
相
返
し
候
ニ
付
認
直
し
、
入
割
市
兵
衛
え
申
含
指
遣
候
へ
と
も
、
追
々

書
加
申
度
ケ
条
も
有
之
ニ
付
、
覚
兵
衛
出
府
之
砌
別
段
認
遣
候
て
、
此
度
之
分

と
引
替
候
故
、
右
納
候
御
答
書
ニ
て
前
件
え
認
置
候
故
、
此
処
え
略
置
候
。
右

ニ
付
、
平
野
数
馬
え
内
状
遣
候
書
中
要
文
左
ニ
。

　
　
　

 

然
は
先
頃
甚
之
丞
出
府
之
砌
指
上
候
御
答
書
、
不
具
サ
ニ
て
御
見
解
被
成

兼
候
ニ
付
、
悉
し
く
ケ
条
相
分
ケ
認
直
し
差
出
候
様
被
仰
付
候
ニ
付
、
此

度
委
曲
認
直
し
、
多
分
市
兵
衛
ニ
呑
込
せ
差
上
候
間
、
御
見
解
被
成
兼
儀

も
御
座
候
ハ
丶
当
人
御
聞
糺
可
被
下
候
云
々
。
尚
大
川
六
郎
右
衛
門
殿
え

も
入
内
見
ニ
相
分
候
ハ
丶
可
然
御
執
計
意
被
下
度
奉
願
候
云
々
。

　
　

一 

同
性
孝
吉
事
云
々
被
仰
下
、
此
上
な
か
ら
大
山
之
方
始
阿
曽
村
・
大
越
え

も
よ
ろ
し
く
御
内
談
万
事
無
指
支
よ
ふ
奉
願
候
云
々
。

　
　

一 
関
岩
尾
事
も
未
タ
出
勤
之
沙
汰
も
無
之
よ
し
、
如
何
と
も
気
之
毒
千
万
ニ

御
座
候
。
何
分
是
に
も
御
心
配
、
早
く
出
勤
ニ
相
成
候
様
奉
祈
処
ニ
御
座

候
。

　
　

一 

御
答
書
え
委
曲
認
候
通
、
忌
中
別
宅
御
神
事
相
勤
候
例
幾
度
も
有
之
様
ニ

 

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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存
候
へ
と
も
、
早
束
年
月
共
相
分
兼
候
故
、
指
当
り
気
憶
罷
在
候
近
例
の

み
粗
申
上
候
云
々
。

　
　
　
　

但
し
御
答
書
先
ニ
認
置
候
ゆ
へ
此
処
え
略
置
申
候
云
々
。

　
　

一 
焼
品
并
死
骸
等
夫
れ
〳
〵
引
渡
候
儀
御
届
可
申
上
哉
、御
取
合
申
上
候
所
、

大
川
六
郎
右
衛
門
殿
え
内
々
御
聞
合
被
成
候
趣
云
々
、
被
仰
下
承
知
仕
候

云
々
。

　
　
　
　
　

二
月
十
二
日
未
明 

守
屋
左
源
司　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
野
数
馬
様

一 

明
十
三
日
社
日
祈
年
御
祈
祷
ニ
付
、
別
火
宿
覚
兵
衛
宅
ニ
致
候
。
尚
、
不
浄
留

札
相
立
潔
斎
為
企
候
。
尚
村
方
え
歩
夫
五
人
申
遣
候
。
名
代
之
儀
は
菊
地
正
親

え
申
遣
候
。
且
佐
々
木
主
税
名
代
な
ら
岡
大
杉
む
ら
伊
藤
筑
前
え
申
遣
候
。
何

れ
も
承
知
之
趣
ニ
有
之
候
云
々
。

　
　

同
十
三
日

一 

御
吉
日
祈
年
御
祈
祷
ニ
付
、
名
代
菊
地
正
親
・
主
税
名
代
伊
藤
筑
前
、
大
友
建

吉
出
府
中
、
名
代
宮
川
兵
馬
登
山
先
例
之
通
相
揃
、
勤
行
畢
て
御
嶽
山
・
高
岳

山
遥
拝
致
、
夫
よ
り
定
式
之
通
、
鈴
・
祝
詞
畢
て
左
右
引
分
れ
退
席
、
御
供
物

取
替
し
頂
戴
致
候
。
夫
よ
り
支
度
、
下
向
致
候
由
ニ
候
。
勤
番
早
人
・
初
五
郎

登
山
為
致
候
。
大
友
よ
り
下
枝
罷
登
り
候
よ
し
ニ
候
。

　
　

 

但
、
右
退
席
形
之
儀
は
、
弘
化
四
未
年
二
月
八
日
祈
年
御
祈
祷
之
砌
、
南
方

御
柱
根
着
席
、
名
代
・
直
参
之
差
別
ニ
付
相
争
ひ
、
夫
よ
り
御
苦
柄
ニ
罷
成

り
候
。
以
来
同
申
年
中
よ
り
御
絵
図
面
を
以
御
指
揮
被
仰
渡
候
ニ
付
、
御
請

形
相
難
候
へ
と
も
品
々
御
諭
柄
難
思
止
訳
も
有
之
、
一
と
先
ツ
御
請
仕
候
。

委
曲
ハ
御
指
揮
書
別
記
ニ
有
之
候
。
尚
此
度
勤
行
形
等
之
儀
も
年
中
行
事
ニ

委
曲
有
之
候
故
、
此
処
え
略
記
致
候
云
々
。

一 

御
山
よ
り
下
向
之
上
、
御
宮
え
名
代
正
親
始
右
御
山
へ
出
勤
之
人
数
直
々
罷
出

勤
行
致
候
。
神
子
主
税
母
罷
出
候
。
笛
役
早
人
出
勤
致
候
て
、
御
湯
立
式
共
無

滞
相
済
申
様
候
。
委
曲
年
中
行
事
ニ
有
之
候
云
々
。

一 

御
山
并
御
宮
共
神
酒
・
御
供
物
年
中
行
事
之
通
献
備
致
候
。
手
配
形
は
門
前
不

浄
ニ
相
混
候
故
、
殿
原
作
兵
衛
え
申
付
、
其
手
格
為
致
候
。
名
代
等
も
作
兵
衛

所
え
直
々
相
詰
さ
せ
、
主
税
名
代
同
様
登
山
為
致
候
。
猶
供
人
等
も
作
兵
衛
え

相
頼
手
配
為
致
候
て
無
指
支
様
相
弁
申
候
云
々
。

一 

不
浄
留
之
表
札
先
例
之
通
可
相
立
之
所
、
屋
敷
不
浄
有
之
、
当
日
通
路
も
如
何

敷
儀
ニ
付
、
神
門
之
所
え
表
札
為
相
立
候
て
、
下
タ
橋
よ
り
稲
荷
宮
之
シ
モ
え

道
を
付
、
当
日
神
役
之
面
々
通
路
為
致
候
上
ハ
、
定
式
之
通
的
場
え
表
札
相
立

候
。
主
税
名
始
神
子
并
御
社
用
之
面
々
、
覚
兵
衛
宅
ニ
て
取
扱
、
別
火
為
致
候

て
、
筑
前
を
以
御
宮
御
飾
切
り
は
き
等
も
年
中
行
事
之
通
為
相
勤
候
。
殊
ニ
大

鼓
ハ
此
方
出
前
故
、
正
月
よ
り
此
度
も
指
出
申
候
。
惣
々
無
滞
相
済
申
候
。
御

用
紙
・
御
供
物
等
も
委
曲
年
中
行
事
ニ
有
之
候
故
、
此
所
へ
略
置
申
候
云
々
。

一 

於
御
山
ニ
下
枝
え
勤
番
共
を
以
問
合
候
は
、
此
度
御
守
札
い
つ
頃
御
仕
送
被
成

候
や
承
候
所
、
明
後
日
方
仕
送
り
差
出
候
故
、
明
晩
方
迄
御
届
被
下
度
趣
、
下

枝
申
聞
ニ
有
之
趣
、
勤
番
共
下
向
申
聞
ニ
候
。

　
　

同
十
五
日

一 

大
友
家
え
此
度
御
祈
祷
献
上
御
守
札
毎
度
之
通
認
差
遣
可
申
候
所
、
奉
書
有
合

無
之
、
且
予
不
浄
ニ
て
罷
在
旁
指
支
ニ
付
、
御
祓
串
御
三
社
分
計
久
保
田
へ
仕

送
、
同
役
建
吉
え
頼
為
認
献
上
相
弁
候
外
無
之
ニ
付
、
御
串
計
り
大
友
え
指
遣

候
。
仍
て
建
吉
え
遣
候
書
状
も
差
添
遣
候
所
、
慥
ニ
預
明
後
日
方
仕
送
可
申
よ

し
。
下
枝
挨
拶
之
趣
使
之
も
の
罷
帰
申
聞
ニ
候
。
右
書
面
左
之
通
申
遣
候
。

　
　
　

 

当
五
日
付
之
御
念
書
、
八
日
御
在
処
よ
り
御
届
被
下
辱
拝
見
仕
候
。
然
は

去
月
中
御
守
札
御
名
代
を
以
無
滞
献
上
相
済
候
段
并
祈
年
之
儀
、
先
例
之

通
被
仰
付
候
趣
共
御
伝
被
下
忝
承
知
仕
候
。
仍
て
十
三
日
名
代
正
親
ヲ
以

相
勤
申
候
。
右
御
守
札
之
儀
、不
相
替
此
表
ニ
て
認
可
申
様
無
之
候
ニ
付
、

毎
度
願
申
上
候
も
恐
入
候
へ
と
も
、
何
卒
奉
書
御
調
貴
兄
御
分
御
同
様
御

認
、
献
上
之
儀
宜
様
奉
頼
候
。
依
て
御
串
計
り
御
差
上
候
間
、
入
手
可
被

下
候
。
此
度
は
、
午
王
添
不
申
様
ニ
覚
候
故
、
御
守
札
之
儀
可
然
様
奉
願

候
。
奉
書
代
等
御
迷
惑
察
入
候
へ
共
、
追
々
急
度
御
勘
定
可
申
上
候
。
尚

（13）
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右
御
祭
料
も
御
役
処
ニ
て
小
生
よ
り
上
納
分
有
之
ニ
付
、
御
預
之
よ
し
御

伝
承
知
仕
候
。
小
生
事
も
去
月
中
よ
り
病
気
之
所
、
弥
々
不
宜
候
ニ
付
昨

日
よ
り
転
薬
仕
、
中
田
沼
立
え
掛
り
、
薬
用
罷
在
候
へ
共
、
如
何
共
相
勝

れ
不
申
、
第
一
両
便
閉
留
仕
服
中
之
苦
ミ
難
堪
罷
在
候
。
先
頃
よ
り
御
念

書
之
趣
逸
々
御
報
申
上
兼
失
礼
罷
在
候
。
右
旁
願
申
上
度
代
筆
を
以
奉
略

候
。
恐
々
頓
首

　
　
　
　
　

二
月
十
五
日 

左
源
司　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
吉
様

　
　
　
　
　
　
　

御
串
添

　
　
　
　

 

別
書
呈
候
。
祈
年
御
吉
日
御
窺
先
例
ニ
御
基
き
、
御
壱
名
ニ
て
被
仰
立

候
由
。
依
て
御
草
稿
之
儀
は
、
追
々
御
帰
官
之
上
御
遣
可
被
成
趣
承
知

致
候
へ
と
も
御
帰
官
前
御
幸
便
も
御
座
候
ハ
ヽ
右
御
草
稿
御
仕
送
可
被

下
奉
希
候
云
々
。

　
　
　
　
　
　

則
日 

も
り
屋　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
ほ
友
様

　
　

同
十
六
日

一 

大
友
建
吉
よ
り
喪
中
為
弔
赤
飯
壱
重
野
才
品
々
取
合
、
重
之
内
四
段
、
茶
壱
包
・

故
麻
焼
塩
包
・
酒
弐
升
取
揃
、右
え
大

横
折
相
添
、下
人
を
以
贈
呉
候
故
、品
々

忝
追
て
此
方
よ
り
御
礼
可
申
述
、
使
之
も
の
へ
取
次
を
以
一
と
通
挨
拶
ニ
及
遣

候
。
右
横
折
文
言
左
ニ
。

　
　
　
　
　
　

代
舌

　
　
　

 

御
喪
中
無
御
障
御
取
延
可
被
成
置
、
先
ツ
は
此
上
之
御
事
ニ
奉
存
候
。
日

ニ
増
御
愁
傷
も
今
更
之
様
ニ
可
被
思
召
、
且
長
々
之
御
指
入
旁
御
笑
止

千
万
之
御
事
ニ
奉
存
候
。
何
か
御
慰
ニ
相
成
候
様
之
品
ニ
て
も
差
上
申
度

候
。
品
何
ニ
て
珍
敷
品
無
之
、
甚
麁
抹
之
品
ニ
御
座
候
へ
と
も
、
麁
重
之

内
麁
酒
壱
樽
相
添
進
呈
仕
候
。
御
受
納
可
被
下
候
。
御
手
廻
様
え
も
宜
御

鶴
声
被
下
度
、
賎
族
挙
て
申
上
候
。
以
上

　
　
　
　
　

二
月
十
六
日 

大
友
建
吉　
　

 

吉
居
判　

　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

　
　
　
　
　
　

口
演

　
　
　

 

春
寒
甚
候
へ
と
も
御
凌
御
節
忌
御
取
延
可
被
成
置
、
責
て
之
御
儀
ニ
奉
存

候
。
然
は
建
吉
よ
り
申
参
候
ニ
付
、
甚
麁
末
之
品
ニ
御
座
候
へ
と
も
、
重

之
内
壱
樽
相
添
差
上
候
。
御
受
納
可
被
下
候
。
猶
昨
日
ハ
御
祓
串
并
建
吉

方
え
御
書
面
共
慥
ニ
落
手
仕
候
。
曲
時
取
込
有
之
彼
是
間
ニ
合
兼
、
依
て

明
日
方
仕
送
可
申
候
間
此
段
左
様
ニ
御
承
知
可
被
下
候
云
々
。

　
　
　
　
　

二
月
十
六
日 

大
友
下
枝　

　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

一 

久
保
田
よ
り
市
兵
衛
罷
帰
暮
頃
当
着
致
候
。
十
五
日
夕
出
立
、
舟
沢
ニ
て
泊
り

罷
帰
候
由
ニ
て
着
致
候
。
然
は
平
野
数
馬
よ
り
書
状
并
小
川
文
四
郎
殿
よ
り
数

馬
才
足
ニ
て
被
仰
渡
候
御
尋
ケ
条
別
紙
共
持
参
罷
帰
候
。
品
々
口
上
向
も
有
之

候
得
と
も
相
略
、
要
文
の
み
件
々
左
之
通
。

　
　
　

 

然
は
市
兵
衛
へ
被
遣
候
御
答
書
、
則
大
川
六
郎
右
衛
門
殿
え
持
参
指
出
候

所
、
多
分
相
分
り
可
申
由
故
、
是
ニ
て
ハ
至
極
案
堵
仕
候
。
殊
ニ
昨
十
四

日
小
川
文
四
郎
殿
よ
り
才
足
ニ
付
罷
越
候
所
、
御
評
定
奉
行
渡
辺
主
水
殿

よ
り
文
四
郎
殿
被
蒙
仰
候
よ
し
ニ
て
、別
紙
御
書
付
之
通
り
被
仰
渡
候
故
、

則
市
兵
衛
今
夕
出
立
為
致
遣
候
間
、
能
々
御
思
慮
御
答
書
早
々
可
差
出
候

云
々
。

　
　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　
　
　

 

御
神
事
え
差
懸
惣
て
不
幸
之
節
、
死
者
別
宅
え
引
移
し
、
葬
送
以
前

宅
元
に
お
ゐ
て
御
神
式
相
整
、
且
止
宿
参
籠
為
致
候
例
有
之
候
ハ
ヽ

早
々
可
書
出
事
。

　
　

一 

右
は
拙
者
心
得
之
た
め
ニ
文
四
郎
殿
よ
り
書
付
ニ
て
申
受
候
故
、
左
ニ
御

心
得
可
被
成
候
。
扨
其
元
病
気
不
軽
よ
し
、
以
之
外
ニ
有
之
候
。
此
節
柄

故
取
詰
薬
用
い
た
し
、
御
答
書
も
遅
滞
候
て
ハ
甚
タ
不
宜
候
故
、
病
中
執

筆
如
何
敷
候
へ
と
も
、
押
て
も
早
く
御
答
書
被
遣
候
様
可
被
成
候
云
々
。

多
分
ハ
市
兵
衛
口
上
ニ
て
可
申
聞
候
云
々
。

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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二
月
十
五
日
夕 

平
野
数
馬　

　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

　
　

同
十
九
日

一 

久
保
田
え
覚
兵
衛
出
府
為
致
候
。
右
は
御
答
書
平
野
迄
差
遣
候
。
尚
忌
中
之
砌

如
何
致
候
や
云
々
之
御
尋
、
御
答
書
え
大
友
家
六
拾
四
日
之
日
数
中
ニ
御
神
楽

宅
元
ニ
お
ゐ
て
勤
行
致
候
一
ケ
条
相
加
ひ
認
直
し
、
先
之
分
と
引
替
申
度
趣
申

遣
候
て
、
此
度
同
様
御
答
書
差
遣
候
。
仍
て
平
野
え
之
書
状
要
文
并
御
答
書
共

左
之
通
。

    

一 

市
兵
衛
え
被
仰
付
被
遣
候
此
度
御
尋
之
御
趣
意
云
々
承
知
仕
候
。
委
曲
御

念
書
之
趣
と
も
畏
入
申
候
。
依
て
先
例
気
憶
罷
在
候
件
々
、
別
紙
御
覧
被

下
成
度
候
。
是
ニ
て
多
分
的
例
ニ
可
相
成
候
故
、
御
尋
も
是
限
り
ニ
可
有

之
哉
と
存
申
候
。
根〈
根
本
儀
助
カ
〉

元
よ
り
此
度
之
御
尋
ニ
御
座
候
へ
は
、
早
く
も
此
度

之
一
条
え
的
例
ニ
申
上
度
候
所
、
ふ
し
き
に
計
御
尋
有
之
候
。
殊
ニ
宅
元

ニ
て
御
神
事
相
勤
候
様
之
御
尋
の
み
有
之
、
如
何
と
も
御
答
悪
く
有
之
申

候
。
能
々
御
熟
覧
可
被
下
候
云
々
。

　
　

一 

市
兵
衛
出
府
之
節
差
上
候
御
答
書
え
少
々
書
加
ひ
申
度
候
ニ
付
、
此
度
別

ニ
認
差
上
候
故
、
御
引
替
被
下
候
様
御
取
扱
奉
願
候
。
扨
私
病
気
之
儀
も

此
間
転
薬
仕
候
所
、
余
程
快
方
ニ
趣
候
故
、
御
案
事
被
下
間
敷
候
云
々
。

　
　
　
　
　

二
月
十
九
日 

守
屋
左
源
司　

　
　
　
　
　
　
　
　

平
野
数
馬
様

　
　
　
　
　
　

 

右
は
市
兵
衛
出
府
之
砌
遣
候
御
答
書
、
此
度
別
ニ
遣
候
て
引
替
候

故
、
先
ニ
認
置
候
間
、
此
所
え
認
不
申
候
。
跡
よ
り
御
尋
之
御
答

書
の
み
此
所
え
認
置
候
。此
度
ニ
て
都
合
三
ケ
度
御
尋
ニ
有
之
候
。

前
後
熟
覧
い
た
し
心
得
可
申
事
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　

 

私
親
類
守
屋
左
源
司
家
ニ
て
惣
て
不
幸
之
節
、
死
者
別
宅
え
引
移
し
、
葬

送
以
前
宅
元
ニ
お
ゐ
て
御
神
式
相
整
、
且
止
宿
参
籠
為
致
候
先
例
有
之
候

ハ
ヽ
早
々
可
書
出
被
仰
渡
候
ニ
付
、
左
源
司
え
取
合
候
所
左
之
通
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　

御
答

　
　
　
　
　

 

御
神
事
え
指
懸
惣
て
不
幸
之
節
、
死
者
別
宅
え
引
移
し
葬
送
已
前
、

宅
元
ニ
お
ゐ
て
御
神
式
相
整
且
止
宿
参
籠
為
致
候
先
例
之
儀
覚
無
御

座
候
。
先
ニ
大
略
御
答
箇
条
ニ
も
申
上
候
通
、
宅
元
ニ
て
御
神
事
相

勤
候
儀
ハ
年
中
十
一
月
壱
ケ
度
ニ
限
候
。
右
御
神
事
え
差
掛
宅
元
ニ

て
病
死
等
有
之
死
者
別
宅
へ
引
移
し
候
事
等
承
候
儀
も
、
無
御
座
候

へ
と
も
往
古
之
儀
は
有
無
居
て
不
被
申
上
候
。

　
　
　
　
　
　

 

但
、
先
前
御
答
ケ
條
ニ
一
と
通
り
申
上
候
家
格
式
之
儀
は
、
年
中

家
例
と
申
候
伝
書
ニ
委
曲
有
之
候
て
、御
神
事
え
差
掛
病
者
有
之
、

九
死
一
生
の
躰
ニ
相
成
候
へ
ハ
、
存
命
中
門
前
別
宅
え
引
移
し
、

潔
斎
中
病
死
致
候
へ
は
、
忌
服
相
懸
候
面
々
共
別
宅
罷
在
、
御
神

事
相
済
候
後
葬
祭
相
営
候
家
格
規
定
ニ
て
相
守
罷
在
候
て
、
全
居

宅
ニ
て
病
死
致
候
上
ニ
死
者
別
宅
え
引
移
し
候
家
格
ニ
は
無
御
座

候
故
、
右
先
例
等
之
儀
弥
合
点
無
御
座
候
事
ニ
奉
存
候
。
且
宅
元

ニ
て
死
者
有
之
候
得
は
、
仮
令
死
骸
別
宅
へ
引
移
し
候
と
も
忌
服

有
無
ニ
不
抱
家
之
穢
ニ
相
成
候
故
、
前
書
之
通
存
命
中
別
宅
え
引

移
し
申
候
家
格
ニ
御
座
候
。
右
年
中
家
例
記
不
浄
之
部
ハ
、
伊
勢

禁
忌
録
文
保
記
等
引
録
記
載
仕
候
て
、
委
曲
は
気
憶
不
仕
候
。

　
　

一 

中
祖
伊
豆
守
御
神
事
え
差
懸
病
死
致
候
ニ
付
、御
神
事
後
葬
祭
相
営
候
義
、

旧
例
慥
ニ
覚
罷
在
候
得
と
も
、
委
曲
気
憶
不
仕
、
詳
ニ
可
申
上
様
無
御
座

候
。

　
　
　
　

 

但
、
死
者
別
宅
え
引
移
し
御
神
事
宅
元
ニ
て
相
勤
候
例
ニ
は
全
無
御
座

へ
と
も
、
葬
送
已
前
御
神
事
相
勤
候
類
例
ニ
て
申
上
候
。
右
は
延
宝
四

辰
年
中
か
と
覚
候
へ
と
も
居
て
不
被
申
上
候
。

　
　

一 
中
祖
丹
後
守
御
神
事
え
差
懸
正
月
六
日
ニ
病
死
仕
候
ニ
付
、
御
神
事
後
葬

祭
相
営
候
旧
例
慥
ニ
覚
罷
在
候
へ
共
、
委
曲
気
憶
不
仕
、
詳
ニ
可
申
上
様

無
御
座
候
。

　
　
　
　

 

但
、
右
同
断
先
ニ
御
答
ケ
条
ニ
大
旨
申
上
候
。
正
月
七
日
参
籠
有
之
候

類
例
ニ
て
申
上
候
。
右
は
元　〈
マ
マ
〉　

録
十
二
卯
年
之
頃
と
覚
候
へ
と
も
、
居
て

（15）
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不
被
申
上
候
。

　
　

一 

正
月
七
日
参
籠
之
儀
は
、
俗
ニ
七
日
堂
と
唱
ひ
、
八
日
未
明
於
弥
勒
堂
ニ

御
神
事
ニ
付
、
七
日
よ
り
氏
子
共
始
参
詣
之
者
共
数
百
人
御
宮
内
并
宅
元

え
止
宿
参
籠
罷
在
候
旧
例
ニ
て
、
文
政
之
度
ま
て
賑
々
敷
盛
り
候
へ
共
、

雪
穴
一
件
御
苦
柄
以
来
訳
柄
有
之
参
籠
之
者
不
足
ニ
相
成
り
、
且
三
日
夜

参
籠
之
儀
は
右
雪
穴
一
件
已
来
弥
増
多
分
ニ
相
成
候
。
随
て
七
日
夜
参
籠

年
増
衰
微
い
た
し
近
来
至
て
不
足
ニ
相
成
候
へ
と
も
、
旧
例
七
日
堂
ハ
多

人
数
参
籠
有
之
事
ニ
委
曲
承
知
罷
在
申
候
。

　
　

一 

祖
父
飛
騨
守
嫡
子
運
治
と
申
候
て
、
亡
父
守
太
夫
ニ
ハ
実
兄
ニ
有
之
候
。

右
当
人
事
正
月
四
日
、
門
前
別
宅
ニ
て
病
死
仕
候
ニ
付
、
御
神
事
後
葬
祭

相
営
候
先
例
慥
ニ
覚
罷
在
候
得
と
も
、
委
曲
気
憶
不
仕
詳
ニ
可
申
上
様
無

御
座
候
。

　
　
　
　

 

但
、右
同
断
類
例
ニ
て
申
上
候
。
右
は
寛
政
之
度
と
覚
罷
在
候
得
と
も
、

居
て
不
被
申
上
候
。
且
幼
年
ニ
て
病
死
致
候
事
ニ
覚
罷
在
申
候
。

　
　
　

 

右
件
々
御
尋
外
之
儀
も
御
座
候
得
と
も
、
家
格
入
割
等
一
と
通
り
申
上
度

奉
存
候
。
尤
委
曲
詳
ニ
申
上
度
奉
存
候
へ
共
、
御
届
申
上
候
通
諸
記
録
始

伝
来
之
家
書
共
焼
亡
仕
候
得
は
、
何
ニ
を
以
吟
味
、
具
サ
可
申
上
様
無
御

座
、
誠
ニ
気
憶
罷
在
候
事
の
み
ニ
て
、
粗
申
上
候
故
引
合
不
申
儀
も
難
計

奉
存
候
。

　
　
　
　

右
之
趣
左
源
司
遠
慮
罷
在
候
ニ
付
、
私
よ
り
申
上
候
。
以
上

　
　
　
　
　

二
月 

平
野
数
馬　

　
　

同
廿
二
日

一 

角
館
北
浦
向
組
頭
鈴
木
信
濃
名
代
ニ
て
、高
川
出
雲
罷
出
候
。
此
度
焼
失
ニ
付
、

組
下
よ
り
一
統
取
纏
弔
之
趣
ニ
て
、
金
子
百
疋
差
出
候
故
、
一
先
ツ
忝
趣
一
礼

申
述
候
。
尚
黒
沢
蔵
人
よ
り
別
て
預
五
貫
文
包
出
雲
預
参
候
よ
し
、
是
亦
弔
之

趣
受
納
致
置
候
。

一 

高
川
出
雲
え
神
主
号
御
礼
金
去
十
一
月
六
日
上
納
、
残
り
分
弐
部
当
正
月
中
迄

手
内
ニ
て
貸
置
候
故
、
此
度
不
慮
之
仕
合
ニ
付
、
取
立
早
々
仕
送
可
申
、
若
廿

八
日
ま
て
も
此
方
え
相
達
不
申
候
へ
ハ
、
態
々
才
足
人
其
方
へ
指
遣
候
間
、
其

段
共
相
心
得
何
分
早
々
上
納
可
為
致
段
能
々
申
含
候
云
々
。

　
　

同
廿
三
日

一 

花
立
村
三
浦
正
親
罷
出
候
。
右
は
同
人
組
下
一
統
よ
り
此
度
焼
失
ニ
付
、
為
弔

預
六
拾
貫
文
包
持
参
致
候
故
、
受
納
い
た
し
置
候
。
外
ニ
正
親
自
分
よ
り
預
五

貫
文
并
品
々
土
産
物
等
も
持
参
致
し
候
云
々
。

　
　

同
廿
四
日

一 

久
保
田
よ
り
覚
兵
衛
廿
三
日
出
立
罷
帰
候
ニ
付
、
平
野
数
馬
并
関
岩
尾
よ
り
之

書
状
要
文
、
件
々　〈
マ
マ
〉　

右
之
通
り
。

　
　

一 

覚
兵
衛
事
、
十
九
日
其
表
出
立
致
候
由
ニ
て
、
廿
日
夕
当
着
致
候
。
御
答

書
并
当
用
筋
共
委
曲
承
知
致
候
。
大
略
要
用
の
み
此
度
御
返
事
ニ
相
及
候

云
々
。

　
　

一 

此
度
葬
送
以
前
御
神
事
相
勤
候
先
例
、
委
曲
御
答
書
ニ
て
明
白
相
分
候
様

ニ
被
存
候
。
御
書
面
之
通
是
ニ
て
御
尋
も
相
尽
候
半
と
存
候
。
係
役
御
評

定
奉
行
主
水
殿
え
入
内
見
ニ
候
所
、
死
者
別
宅
え
引
移
し
宅
元
ニ
て
御
神

事
相
整
候
先
例
と
申
御
尋
之
御
趣
意
ハ
、
寺
社
方
取
次
役
小
川
文
四
郎
取

受
違
か
と
被
存
候
へ
と
も
、
此
度
御
答
書
文
中
ニ
葬
送
已
前
御
神
事
相
営

候
と
申
例
形
も
有
之
候
へ
は
、
急
度
相
分
り
可
申
趣
主
水
殿
咄
合
ニ
有
之

候
云
々
。
病
死
有
之
忌
中
ニ
て
指
懸
り
候
御
神
事
相
勤
候
義
有
無
之
一
と

通
御
尋
被
仰
渡
候
筋
ニ
て
、
間
違
ニ
有
之
よ
し
云
々
。

　
　

一 

此
度
ニ
て
都
合
三
ケ
度
御
尋
有
之
候
へ
と
も
、
最
初
御
尋
と
忌
中
の
み
之

御

　
　
　

 

尋
と
両
度
ハ
寺
社
方
よ
り
之
御
尋
ニ
も
可
有
之
、
上
よ
り
此
度
初
て
之
趣

ニ
相
聞
得
候
。
乍
去
追
々
寺
社
方
よ
り
御
評
定
所
へ
可
指
出
筈
故
、
委
曲

先
前
よ
り
之
御
尋
御
答
形
と
も
相
分
り
可
申
趣
共
、
渡
辺
主
水
殿
咄
合
ニ

有
之
候
云
々
。

　
　

一 

此
度
之
御
答
書
小
川
文
四
郎
殿
え
持
参
致
候
所
、
他
行
ニ
付
、
直
々
大
川

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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六
郎
右
衛
門
殿
宅
え
罷
越
差
出
候
ハ
、
廿
一
日
ニ
有
之
候
。
殊
ニ
先
之
御

答
書
引
替
之
儀
申
談
候
所
、
此
度
御
答
書
と
同
様
其
向
へ
指
出
候
心
得
ニ

て
、
大
川
手
内
え
預
置
、
幸
未
タ
寺
社
方
ニ
有
之
よ
し
故
引
替
遣
申
候
。

左
ニ
御
心
得
可
被
成
候
云
々
。

　
　

一 

大
山
鉄
之
助
方
へ
罷
越
、
孝
吉
事
段
相
談
ニ
及
候
所
、
品
々
始
末
形
も
有

之
候
由
ニ
候
へ
と
も
、
大
略
間
ニ
合
、
来
月
十
一
日
此
表
出
立
、
十
二
日

其
表
え
着
之
積
ニ
内
々
申
会
候
云
々
。
依
て
来
月
九
日
晩
迄
迎
之
も
の
両

三
人
も
可
被
指
遣
候
云
々
。

　
　
　
　
　

二
月
廿
二
日
認 

平
野
数
馬　

　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

　
　

一 

此
度
御
答
之
御
書
載
逸
々
拝
見
仕
候
所
、
至
極
〳
〵
可
宜
奉
存
候
。
平
野

さ
ま
ニ
も
至
極
御
分
り
、
是
ニ
て
ハ
可
然
と
の
御
見
解
ニ
御
座
候
。
殊
ニ

市
兵
衛
え
被
遣
候
御
答
書
御
転
作
之
一
條
も
有
之
、
御
引
替
分
被
遣
是
も

至
極
相
分
り
申
候
。
幸
大
川
氏
手
内
へ
差
置
候
よ
し
。
此
度
御
引
替
ニ
相

成
申
候
云
々
。

　
　

一 

段
々
御
答
書
是
迄
彼
是
と
御
不
審
申
上
候
ニ
付
、
品
々
被
相
分
被
仰
下
候

御
趣
意
至
極
御
尤
ニ
奉
存
候
。
能
々
思
案
仕
候
へ
ハ
私
共
甚
タ
取
受
違
ニ

て
見
解
形
あ
し
く
、
却
て
彼
是
御
労
煩
重
サ
ニ
相
成
申
候
。
ま
つ
〳
〵
至

極
相
分
り
大
悦
ニ
御
座
候
。

　
　

一 

覚
兵
衛
え
縷
々
被
仰
含
被
遣
候
御
太
刀
袋
之
儀
、
此
表
ニ
て
も
随
分

共

ニ
出
来
上
り
候
よ
し
ニ
御
座
候
。
態
々
江
戸
表
迄
不
申
遣
候
共
可
宜
候

云
々
。
四
月
御
祭
前
ニ
ハ
如
何
様
と
も
出
来
可
相
成
趣
其
向
よ
り
聞
取
申

上
候
間
、
寸
尺
居
て
御
注
文
可
被
成
候
云
々
。
外
件
々
申
参
候
へ
共
相
略

置
候
。

　
　
　
　
　

二
月
廿
二
日
認 

関　

岩
尾　

　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

　
　

同
廿
五
日

一 

川
辺
郡
松
渕
む
ら
児
玉
大
隅
よ
り
名
代
を
以
当
人
組
頭
被
仰
付
候
御
礼
届
共
相

加
、
焼
失
弔
と
し
て
組
下
分
取
纏
罷
出
候
よ
し
ニ
て
預
拾
貫
文
、
尤
未
タ
取
立

不
申
分
も
有
之
よ
し
、
名
代
之
も
の
申
聞
ニ
候
。
依
て
大
隅
よ
り
書
状
要
文
左

之
通
り
。

　
　

一 

私
事
当
月
中
旬
川
辺
郡
組
頭
被
仰
付
候
間
、
御
礼
な
か
ら
是
非
此
度
御
不

慮
之
段
、
御
悔
旁
可
罷
上
候
所
、
病
気
ニ
付
、
此
度
同
性
を
以
名
代
差
上

候
。
組
下
え
も
先
役
土
崎
千
里
介
よ
り
触
廻
し
置
候
へ
と
も
、
不
寄
ニ
て

延
日
ニ
相
成
恐
入
奉
存
候
云
々
。
恐
惶
謹
言

 

松
渕
村　
　
　
　

　
　
　
　
　

二
月
廿
四
日 

児
玉
大
隅　

　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

一 

久
保
田
平
野
数
馬
よ
り
、
廿
四
日
昼
四
ツ
時
出
立
、
夜
通
し
之
飛
脚
菊
松
、
今

昼
八
ツ
頃
参
着
い
た
し
、
実
兄
数
馬
よ
り
之
書
状
ニ
、
廿
三
日
寺
社
方
よ
り
催

促
ニ
候
所
、
数
馬
事
出
勤
跡
ニ
付
、
根
本
儀
を
以
差
出
候
所
、
被
仰
渡
候
御
用

有
之
ニ
付
、
守
屋
左
源
司
早
々
出
府
可
致
段
被
仰
渡
候
趣
、
委
曲
書
中
ニ
申
来

候
。
右
書
状
要
文
左
之
通
り
。

　
　
　

 

夜
通
し
之
飛
脚
を
以
早
々
申
達
候
。
然
は
昨
廿
三
日
昼
過
寺
社
方
よ
り
才

足
ニ
候
所
、
拙
者
出
勤
跡
ニ
付
、
岩
尾
手
配
い
た
し
、
根
本
儀
助
を
以
指

出
候
所
、
被
仰
渡
候
御
用
有
之
候
間
、
左
源
司
早
々
出
府
可
致
被
仰
渡
候

間
、
病
気
押
て
も
御
出
府
可
被
成
候
。
御
病
気
と
申
、
殊
ニ
差
掛
諸
事
不

道
具
ニ
も
可
有
之
候
へ
と
も
、
出
府
之
上
は
如
何
様
共
始
末
相
成
候
故
、

不
自
油
之
品
借
用
い
た
し
間
ニ
合
出
府
可
被
成
候
云
々
。

　
　

一 

右
之
通
被
仰
渡
候
所
拙
者
留
主
中
ニ
付
、
関
ニ
て
折
角
待
受
居
候
所
え
七

ツ
時
過
罷
帰
右
之
趣
承
候
ニ
付
、
願
曰
ク
ハ
此
表
ニ
て
親
類
え
被
仰
渡
候

様
取
運
申
度
、
内
慮
よ
り
直
々
黒
沢
伊
兵
衛
殿
え
罷
出
、
右
被
仰
渡
之
趣

御
咄
申
上
候
所
、
一
切
御
心
得
無
之
由
ニ
有
之
候
。
其
内
小
川
文
四
郎
殿

参
被
仰
渡
之
次
第
申
上
候
模
様
ニ
有
之
候
て
、始
て
御
承
知
被
成
候
よ
し
。

然
は
左
源
司
義
此
節
実
ニ
病
気
ニ
て
、
兼
て
申
上
候
通
り
、
早
束
出
府
も

無
覚
束
御
座
候
間
、
親
類
共
え
被
仰
渡
被
下
候
様
相
成
申
間
敷
候
哉
。
尤

当
人
え
は
、
何
れ
夜
通
し
飛
脚
ヲ
以
申
達
置
候
へ
と
も
、
親
類
ニ
て
蒙
候

（17）
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ニ
相
成
候
御
用
向
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
何
分
右
ニ
執
計
意
申
度
、
品
々
御
内
談

申
上
候
所
、
弥
も
出
府
不
相
成
程
之
病
躰
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
病
気
申
立
候
外

有
之
間
敷
、
親
類
え
被
仰
渡
候
義
ハ
合
点
無
之
趣
伊
兵
衛
殿
御
挨
拶
ニ
有

之
候
云
々
。

　
　

一 
夫
よ
り
秋
山
宇
吉
殿
え
罷
越
、
段
々
内
談
申
上
候
へ
と
も
、
被
仰
渡
候
御

用
筋
相
分
り
兼
候
。
殊
ニ
病
気
之
趣
申
聞
候
所
、
な
ん
と
か
押
て
も
出
府

い
た
し
不
相
勝
義
ニ
候
ハ
ヽ
出
府
之
上
病
気
申
立
候
て
も
可
然
抔
と
申
事

ニ
て
、
迚
も
親
類
ニ
て
被
仰
渡
相
蒙
候
事
ニ
も
不
相
成
候
故
、
何
分
御
出

府
可
被
成
候
。
且
此
節
之
事
故
、
本
病
ニ
て
も
化
病
と
評
判
被
致
候
も
心

外
ニ
候
間
、
此
度
ハ
何
れ
ニ
も
相
極
り
候
模
様
ニ
承
候
故
、
押
て
駕
籠
ニ

て
も
御
出
府
可
被
成
候
。

　
　

一 

伊
兵
衛
殿
御
宅
ニ
て
文
四
郎
殿
引
廻
し
模
様
内
々
承
見
候
へ
と
も
、
一
切

相
分
り
不
申
候
へ
共
、
何
れ
ニ
も
極
り
候
御
才
足
ニ
可
有
之
、
大
川
抔
之

心
得
ニ
有
之
趣
。
且
ツ
ハ
御
判
紙
付
を
以
左
源
司
え
指
て
町
送
可
差
遣
候

筋
ニ
候
へ
と
も
、
万
事
数
馬
方
ニ
て
取
扱
居
候
間
、
数
馬
え
被
仰
渡
候
て

其
向
様
子
聞
取
、
其
上
当
人
え
申
達
候
ハ
ヽ
狼
狽
も
致
間
敷
ニ
付
、
親
類

え
被
仰
渡
候
よ
し
、
心
切
申
聞
ニ
有
之
候
云
々
。

　
　

一 

此
度
御
才
足
御
用
表
方
ニ
御
判
紙
添
、
町
送
を
以
申
達
候
ハ
、
御
規
則
之

よ
し
故
、跡
よ
り
拙
者
迄
寺
社
方
よ
り
遣
置
候
積
ニ
文
四
郎
と
申
会
置
候
。

御
出
府
之
上
御
判
紙
御
状
と
も
受
取
上
可
申
候
云
々
。

　
　

一 

出
府
之
上
拙
宅
え
上
下
共
着
可
被
致
候
云
々
。

　
　
　
　

 

右
之
外
品
々
内
分
用
向
申
来
候
へ
と
も
相
略
置
候
。
委
曲
書
面
貯
置
候

云
々
。

　
　
　
　
　

二
月
廿
四
日
昼
四
時 

平
野
数
馬　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

守
屋
左
源
司
様

　
　
　
　
　
　

 

右
之
通
申
来
候
ニ
付
諸
支
度
も
有
之
ニ
付
、
廿
七
日
方
出
立
可
致

飛
脚
之
者
相
返
し
遣
候
ニ
付
、
平
野
え
書
状
遣
候
。
第
一
供
人
始

衣
類
等
之
指
支
ニ
て
狼
狽
致
事
ニ
候
。

　
　

同
廿
六
日

一 

久
保
田
飛
脚
相
返
し
遣
候
ニ
付
、
平
野
数
馬
え
書
状
左
之
通
件
々
申
遣
候
。

　
　
　

 

此
度
御
才
足
ニ
付
、
廿
四
日
被
指
立
候
飛
脚
夜
通
し
ニ
て
、
昨
夕
当
着
致

候
。
委
曲
御
細
書
之
趣
承
知
仕
候
。
然
は
段
々
其
向
々
御
内
談
御
取
尽
し

被
成
下
候
へ
と
も
、
御
模
様
形
相
知
れ
不
申
趣
御
尤
ニ
御
座
候
。
病
気
ニ

て
弥
出
府
不
相
成
程
ニ
候
ハ
ヽ
無
拠
病
気
申
立
候
外
有
之
間
敷
、
親
類
ニ

て
被
仰
渡
蒙
候
事
ハ
不
相
成
と
の
御
模
様
共
被
仰
下
無
拠
事
ニ
御
座
候
。

私
え
相
当
候
御
用
ニ
て
其
罪
不
調
法
柄
ニ
も
寄
可
申
候
へ
と
も
、
是
非
本

人
ニ
無
之
候
へ
ハ
相
成
間
敷
儀
と
奉
存
候
。
御
念
書
之
通
此
刻
病
気
等
申

立
候
て
ハ
世
間
評
判
も
可
有
之
候
故
、
未
タ
病
気
違
と
本
服
と
申
義
ニ
も

無
之
候
へ
と
も
、
押
て
明
日
出
立
可
仕
候
間
、
左
ニ
思
召
被
下
度
候
。
依

て
今
日
飛
脚
菊
松
相
返
し
申
候
云
々
。

　
　

一 

始
末
形
甚
タ
指
支
之
品
計
有
之
、
如
何
共
困
入
申
候
。
是
非
御
才
足
ニ
可

有
之
存
候
故
、
其
節
出
府
遅
滞
致
度
無
之
よ
り
兼
て
岩
尾
え
入
用
之
品
々

其
向
店
方
え
申
入
手
配
致
呉
候
様
申
遣
頼
置
候
へ
と
も
、
一
切
其
手
配
も

致
呉
不
申
、
夫
れ
〳
〵
猶
予
罷
在
只
今
大
指
支
ニ
有
之
候
。
乍
去
如
何
様

共
才
足
致
む
り
〳
〵
と
出
府
可
致
候
。
今
更
出
府
思
止
仕
候
て
ハ
決
て
存

外
之
世
評
ニ
預
候
わ
ん
も
此
上
口
惜
き
事
ニ
存
候
。
仮
令
如
何
程
厳
重
之

不
調
法
被
仰
付
候
共
、
不
慮
之
仕
合
私
不
運
之
儀
ニ
候
へ
は
、
聊
不
苦
存

候
故
速
ニ
出
府
、
可
蒙
其
罪
奉
存
候
間
、
御
案
事
被
下
間
敷
候
云
々
。

　
　

一 

此
度
出
府
之
上
何
ン
と
相
極
り
候
と
も
、
金
銭
無
之
候
へ
は
、
一
か
ら
十

迄
指
支
ニ
御
座
候
間
、
第
一
金
銭
之
手
配
い
た
し
候
。
尤
少
々
兼
て
用
意

も
仕
罷
在
候
へ
共
、
尚
も
始
末
致
出
府
仕
候
心
組
故
、
是
等
之
儀
も
御
案

事
被
下
間
敷
奉
存
候
。
関
え
別
段
書
状
も
遣
不
申
候
故
、
母
上
さ
ま
始
皆

様
え
も
宜
敷
御
伝
意
奉
願
上
候
。
何
事
も
追
々
出
府
之
上
ニ
万
々
可
申
上

候
云
々
。

　
　
　
　
　

二
月
廿
六
日 

守
屋
左
源
司　

　
　
　
　
　
　
　

平
野
数
馬
様

　
　
　
　
　
　

 
右
之
通
書
状
相
認
飛
脚
相
返
遣
候
。
扨
、
昨
廿
五
日
飛
脚
参
着
否

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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や
衣
類
始
駕
籠
之
手
配
形
ニ
付
、
末
家
之
甚
之
丞
・
南
右
衛
門
両

人
、
薄
井
楠
彦
一
郎
・
沼
立
佐
々
木
東
市
方
え
委
曲
申
遣
候
処
、

東
市
横
手
行
留
主
ニ
て
不
相
弁
、
薄
井
よ
り
衣
裳
三
ツ
立
付
共
用

立
呉
候
。
駕
籠
ハ
余
り
あ
し
く
候
て
、
迚
も
用
立
不
申
趣
ニ
有
之

候
。
依
て
廿
七
日
花
立
外
山
慶
四
郎
方
迄
歩
行
ニ
て
罷
越
、
同
所

よ
り
駕
籠
借
受
間
ニ
合
申
候
。
手
許
駕
籠
焼
失
不
致
候
へ
と
も
、

担
木
并
日
受
ケ
・
桐
油
共
焼
失
仕
候
ニ
付
、
無
拠
他
借
間
ニ
合
申

候
。
供
人
ハ
家
来
覚
兵
衛
病
気
ニ
付
、
下
人
新
吉
并
筆
者
ニ
頼
置

候
志
葉
治
部
殿
両
人
召
連
申
候
。
始
終
右
両
人
召
連
候
段
次
第
ニ

記
録
致
置
候
云
々
。

　
　
　
　
　

一 

金
銭
手
配
形
之
儀
は
、
兼
て
其
手
当
い
た
し
置
候
へ
と
も
、
此
度

出
府
ニ
付
、
所
持
之
田
地
書
入
い
た
し
弁
達
致
候
。
委
曲
別
帳
ニ

有
り
云
々
。

　
　

同
廿
七
日

一 

此
度
御
催
促
ニ
付
、
在
処
出
立
、
花
立
外
山
慶
四
郎
え
一
宿
い
た
し
候
。
供
人

新
吉
、
外
ニ
志
葉
治
部
殿
同
道
致
候
。
家
来
覚
兵
衛
病
気
ニ
付
、
内
々
治
部
殿

相
頼
、
予
病
中
故
同
道
致
候
。
駕
籠
手
配
致
候
へ
と
も
有
合
無
之
ニ
付
、
無
是

非
歩
行
立
ニ
て
、
漸
く
花
立
迄
罷
越
申
候
。

　
　
　
　
　
　

 

右
ニ
て
此
度
之
儀
は
如
何
御
指
揮
蒙
候
も
の
や
。
身
上
如
何
敷
義

と
存
、兼
て
諸
事
心
懸
金
子
等
も
手
配
い
た
し
、尚
諸
書
付
并
跡
々

之
義
と
も
多
分
書
付
ニ
て
妻
え
預
置
候
事
故
、
早
束
出
立
之
手
配

致
し
候
。
乍
去
家
内
之
も
の
案
事
可
申
候
故
、
三
月
節
句
過
則
帰

宅
可
相
成
趣
ニ
咄
し
、
出
立
致
候
へ
と
も
、
結
句
ハ
御
追
放
も
難

計
内
心
ニ
て
相
決
し
出
立
致
候
云
々
。
心
中
子
孫
之
も
の
察
可
申

事
。

　
　

同
廿
八
日

一 

花
立
村
外
山
慶
八
郎
よ
り
駕
籠
ニ
て
出
立
い
た
し
、
苅
和
野
村
ニ
て
昼
食
、
夫

和
田
む
ら
ニ
て
夜
食
支
度
い
た
し
、
実
家
平
野
え
夜
八
ツ
時
頃
参
着
致
候
。
在

所
出
立
之
砌
よ
り
明
荷
壱
ツ
持
参
致
候
ニ
付
、
歩
夫
受
取
、
花
立
駅
よ
り
駕
籠

夫
并
荷
歩
夫
に
も
賃
銭
相
払
、
且
昼
食
宿
共
夫
れ
〳
〵
自
分
物
入
を
以
出
府
致

候
。
常
之
出
府
之
儀
は
仮
令
遠
慮
指
入
中
ニ
て
も
御
才
足
御
用
之
趣
を
以
向
触

差
出
し
、
駅
々
人
馬
を
始
御
賄
等
も
受
取
手
形
差
出
し
出
府
致
候
へ
と
も
、
此

度
は
別
段
之
儀
ニ
候
故
、
自
分
物
入
を
以
出
府
致
候
事
。

　
　

 

但
、
久
保
田
ニ
て
御
呵
・
遠
慮
等
ニ
て
も
被
仰
付
帰
村
致
候
砌
は
、
自
分
物

入
を
以
罷
帰
候
儀
も
有
之
候
へ
と
も
、
指
入
中
た
り
共
御
才
足
御
用
ニ
候
へ

ハ
御
賄
受
取
出
府
い
た
し
来
候
事
、
心
得
之
た
め
序
な
か
ら
認
置
候
云
々
。

　
　
　
　
　
　

 

右
之
通
り
深
更
実
家
え
着
い
た
し
、
関
岩
尾
も
参
段
々
模
様
柄
承

候
へ
と
も
、
一
切
上
之
様
子
相
洩
不
申
候
へ
と
も
、
結
句
御
追
放

ニ
も
可
有
之
哉
と
内
評
相
決
し
、
何
れ
其
向
え
遠
方
公
用
被
仰
付

候
哉
、
明
日
其
向
々
聞
合
可
申
事
ニ
、
内
評
相
決
置
候
内
夜
明
ニ

相
成
申
候
。
夫
よ
り
当
時
差
当
り
入
用
品
々
店
方
え
根
本
儀
助
相

頼
遣
候
て
夫
れ
〳
〵
手
配
付
置
候
。

　
　

同
廿
九
日

一 

実
兄
数
馬
を
以
出
府
御
届
并
病
気
押
て
出
府
致
候
ニ
付
、
一
両
日
中
保
養
休
足

仕
度
、
乍
去
今
日
ニ
も
御
用
向
被
仰
付
候
ニ
相
成
候
得
は
押
て
も
出
勤
可
仕
趣

と
も
大
川
六
郎
右
衛
門
殿
え
申
談
候
所
、
一
両
日
御
保
養
御
休
息
之
義
被
苦
間

敷
候
故
、
頭
中
え
申
上
御
評
定
所
え
可
為
申
上
趣
挨
拶
ニ
有
之
候
。

一 

大
友
建
吉
御
役
屋
詰
合
ニ
て
罷
在
候
故
、
此
度
御
才
足
ニ
付
出
府
之
趣
書
状
ヲ

以
為
申
知
候
右
書
面
左
ニ
。

　
　
　

 
弥
御
安
泰
御
勤
番
之
由
奉
賀
候
。
猶
小
生
儀
此
度
御
才
足
ニ
付
、
一
昨
日

出
立
、
今
暁
実
家
え
着
仕
候
。
病
気
押
て
罷
出
候
所
散
々
不
相
勝
保
養
罷

在
候
。
殊
ニ
先
日
は
献
上
御
守
札
之
儀
毎
度
奉
願
、
御
労
煩
奉
謝
上
候
。

右
為
御
知
旁
申
上
度
、
病
中
代
筆
を
以
匆
々
奉
略
候
。
不
悪
御
承
知
奉
希

候
。
已
上

　
　
　
　
　

二
月
廿
九
日 

守
屋　
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大
友
様

　
　
　
　

 

尚
々
先
頃
は
御
在
所
よ
り
為
御
弔
品
々
御
重
之
内
并
御
酒
等
御
取
揃
御

恵
投
被
下
、
忝
奉
謝
候
。
一
と
先
ツ
乍
序
御
礼
申
上
候
。
以
上

　
　
　
　
　
　

 

則
日　

此
書
状
御
役
屋
差
遣
候
処
御
念
書
参
、
追
て
是
よ
り
御
挨

拶
可
申
上
と
の
口
上
ニ
有
之
候
。

　
　

同
晦
日

一 

病
気
不
相
勝
ニ
付
、
在
所
よ
り
沼
立
之
佐
々
木
松
伯
薬
持
参
、
服
用
罷
在
候
へ

と
も
、
幸
平
野
え
医
者
参
候
ニ
付
転
薬
い
た
し
候
。
木
田
某
と
申
医
者
ニ
有
之

候
。
針
医
も
関
え
参
候
故
相
招
き
、
針
治
い
た
し
候
旁
保
養
相
加
ひ
罷
在
候
。

然
は
段
々
出
府
之
儀
相
聞
得
候
次
第
、
親
類
共
見
舞
ニ
罷
出
呉
候
て
世
評
形
承

候
所
、
区
々
ニ
て
未
タ
聢
と
致
候
沙
汰
も
相
分
り
不
申
候
云
々
。

　
　

三
月　
　
　

大
友
建
吉
在
番

　
　

同
朔
日

一 

親
類
并
懇
意
之
方
よ
り
酒
肴
等
も
贈
呉
候
族
も
有
之
、
亦
直
々
見
舞
ニ
参
呉
候

仁
も
有
之
段
々
承
候
所
、
不
相
替
区
々
之
沙
汰
何
れ
御
預
ケ
・
御
暇
・
御
追
放

と
三
ツ
之
内
ニ
可
有
之
や
と
内
々
評
儀
相
決
し
居
候
。
依
て
入
用
衣
類
品
々
其

向
店
方
よ
り
取
寄
買
入
置
候
。

　
　

 

但
、
同
性
孝
吉
日
々
罷
出
居
候
故
、
諸
事
申
含
、
尚
亦
同
性
実
兄
大
山
鉄
之

助
も
時
々
罷
出
候
ゆ
へ
、万
事
相
頼
さ
し
置
候
。
引
越
之
儀
は
十
一
日
出
立
、

十
二
日
八
沢
木
着
之
事
ニ
一
応
相
決
候
へ
と
も
、
此
度
被
仰
渡
形
ニ
寄
り
、

何
ン
と
相
成
候
も
難
計
ニ
付
、
孰
れ
相
極
り
候
上
ニ
、
引
越
之
儀
相
決
候
事

ニ
相
談
致
候
云
々
。
此
度
出
府
以
来
、
日
々
岩
尾
ハ
不
申
及
、
姉
婿
折
内
永

治
も
日
々
罷
出
諸
事
心
配
致
呉
候
。
尚
根
本
儀
助
も
右
同
断
。
且
実
兄
壱
人

ニ
て
ハ
、
諸
事
御
伺
事
旁
ニ
付
、
岩
尾
病
気
申
立
中
ニ
付
、
村
野
長
三
郎
殿

相
頼
、
諸
事
相
託
置
候
云
々
。

一 

関
岩
尾
え
兼
て
取
合
致
候
四
月
御
神
幸
入
用
御
神
刀
并
錦
之
袋

共
、
此
度
新

規
袋
計
も
仕
立
候
ニ
付
、
寸
尺
注
文
書
左
之
通
り
。
御
太
刀
ハ
綾
之
小
路
之
作

ニ
て
訳
柄
有
之
、
兼
て
岩
尾
え
貸
置
候
ニ
付
、
此
度
早
束
研
・
鞘
師
共
間
ニ
合

兼
、
又
物
入
増
ニ
も
相
成
候
ハ
ヽ
明
年
ニ
て
、
今
年
ハ
如
何
様
と
も
臨
時
間
ニ

合
可
申
候
故
、
袋
計
仕
立
候
事
ニ
相
談
相
決
候
。

  　

一 

今
織
錦
模
様
美
事
ニ
て
見
付
之
宜
処
ニ
て
、
壱
才
ニ
付
正
銭
拾
文
位
之
所

ニ
て
よ
し
。

　
　

一 

裏
切
は
出
口
萌
黄
海
黄
ニ
て
、
奥
之
方
ハ
白
木
綿
ニ
て
も
麻
晒
ニ
て
も
よ

し
。

　
　

一 

長
サ
ハ
金
尺
ニ
て
五
尺
五
寸
位
ニ
て
、
内
壱
尺
五
寸
之
折
返
し
、
幅
ハ
縫

し
ろ
共
見
込
五
寸
位
ニ
て
よ
し
。

　
　

一 

袋
之
縫
よ
ふ
ハ
片
く
け
ニ
て
よ
し
。
口
ハ
片
口
ニ
て
よ
し
。
小
尻
之
方
ハ

折
返
し
不
申
候
故
、
縫
留
メ
候
て
も
よ
し
。

　
　

一

サ
ハ
赤
ニ
て
八
ツ
打
也
十
六
打
也
不
苦
候
。長
サ
ハ
八
尺
位
ニ
て
よ
し
。

　
　
　

太
サ
ハ
壱
寸
弐
部
廻
り
ニ
て
よ
し
。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

 

右
之
通
り
書
付
ニ
て
委
曲
相
頼
置
候
。
予
身
分
は
如
何
相
成
候
共
、
御
神

事
之
儀
相
止
メ
候
筋
も
有〈
マ
マ
〉之
有
之
間
敷
、
内
慮
ニ
て
如
斯
手
配
致
候
。
立

傘
等
も
御
神
幣
御
守
り
奉
候
ニ
入
用
ニ
候
へ
と
も
、早
束
出
来
不
申
由
故
、

臨
時
新
敷
寸
延
傘
ニ
て
御
間
ニ
合
、追
々
拵
候
様
可
致
相
談
相
決
候
云
々
。

　
　
　
　
　
　

 

但
し
右
御
太
刀
并
袋
此
度
仕
立
候
ニ
付
、
殿
原
作
兵
衛
え
在
宿
中

申
含
、
拾
人
殿
原
中
よ
り
五
百
壱
貫
文
寄
進
為
致
、
且
信
心
有
之

族
よ
り
心
丈
ケ
寄
進
為
致
候
様
ニ
と
申
含
置
候
故
、
追
々
寄
進
も

有
之
事
ニ
候
へ
と
も
、
当
時
は
手
許
ニ
て
仕
入
い
た
し
拵
候
事

云
々
。
并
三
峯
・
神
酒
錫
等
も
新
規
拵
不
申
候
へ
ハ
不
相
成
候
へ

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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共
、
今
年
ハ
先
ツ
瀬
戸
錫
ニ
て
間
ニ
合
候
て
、
追
々
京
都
え
注
文

可
致
、
三
峯
ハ
古
物
残
り
候
故
、
右
ニ
て
間
ニ
合
候
事
。

　
　

同
二
日

一 

指
引
役
高
橋
源
之
進
、
遠
方
公
用
心
懸
候
様
被
仰
付
候
趣
相
聞
得
候
故
、
御
追

放
ニ
ハ
相
違
有
之
間
敷
相
決
候
。
依
て
旅
行
之
始
末
致
候
。
乍
去
何
方
之
御
境

御
追
放
と
申
事
ハ
相
知
不
申
候
へ
共
、
下
筋
と
申
沙
汰
内
々
相
聞
得
候
間
、
決

て
岩
館
ニ
可
有
之
や
と
内
評
決
居
候
。
依
て
実
兄
、高
橋
源
之
進
え
罷
越
、品
々

内
談
相
尽
頼
参
候
よ
し
。
当
人
も
未
タ
御
境
之
儀
は
被
仰
渡
無
之
候
よ
し
ニ
有

之
候
云
々
。

一 

高
橋
源
之
進
え
村
野
長
三
郎
殿
を
以
内
談
ニ
及
候
は
、
左
源
司
儀
病
中
ニ
付
駕

籠
ニ
て
罷
出
候
事
ニ
有
之
候
へ
ハ
、
駕
籠
夫
等
之
儀
此
表
よ
り
何
方
な
り
と
も

返
し
、
夫
ニ
て
ハ
不
少
物
入
ニ
も
相
成
候
故
、
手
附
御
小
人
共
手
内
を
以
駅
々

賃
銭
相
払
罷
越
度
趣
内
々
相
頼
候
所
、
則
御
小
人
共
え
申
含
内
々
承
知
ニ
有
之

趣
ニ
候
。

  　

 

但
、
駕
籠
夫
等
之
儀
上
よ
り
貸
被
下
候
や
、
大
川
六
郎
右
衛
門
殿
ま
て
内
々

取 

合
ニ
及
候
所
、
自
分
ニ
て
手
配
不
致
候
へ
ハ
相
成
申
間
敷
よ
し
ニ
付
、
高

橋
源
之
進
え
相
頼
内
談
ニ
及
候
。
且
御
会
所
ニ
て
可
被
仰
渡
や
、
寺
社
方
限

ニ
て
可
被
仰
渡
や
、
内
々
取
合
候
へ
と
も
未
タ
其
程
も
聢
と
相
知
れ
不
申
よ

し
。
乍
去 

寺
社
方
ニ
て
可
被
仰
渡
模
様
も
有
之
候
云
々
。

　
　
　
　
　
　

 

但
、
右
様
之
事
も
難
計
ニ
付
、
金
銭
心
懸
出
府
致
候
ニ
付
、
上
着

衣
裳
壱
ツ
、
下
タ
着
弐
ツ
三
ツ
ニ
て
三
両
壱
部
。
袷
ふ
つ
さ
け
羽

織
新
規
仕
立
三
部
弐
朱
、
立
付
壱
部
弐
朱
、
小
間
〳
〵
物
品
々
代

〆
三
部
代
位
、
都
合
五
両
壱
部
代
買
調
申
候
。

　

一 

御
境
迄
親
類
壱
人
附
添
可
申
内
談
致
候
へ
と
も
、指
相
応
之
仁
も
無
之
ニ
付
、

根〈
根
本
儀
助
カ
〉

元
よ
り
筆
者
ニ
頼
置
候
志
葉
治
部
殿
相
頼
、
下
人
新
吉
と
両
人
召
連
候
事

ニ
内
評
致
置
候
。

　
　

同
三
日

一 

恒
例
御
神
事
ニ
付
、
名
代
菊
地
正
親
并
佐
々
木
主
税
名
代
早
人
・
勤
番
初
五
郎

共
登
山
致
候
。
大
友
建
吉
名
代
宮
川
兵
馬
・
勤
番
下
枝
登
山
致
候
由
。
御
山
無

滞
勤
行
相
済
、下
向
致
候
よ
し
。
御
供
物
并
勤
式
共
年
中
行
事
ニ
委
曲
有
之
候
。

一 

下
向
之
上
御
宮
并
的
場
之
式
、
右
人
数
出
勤
、
無
滞
先
例
之
通
相
勤
候
よ
し
。

御
供
物
并
勤
式
と
も
是
亦
年
中
行
事
ニ
委
曲
有
之
候
故
、此
所
え
略
置
候
云
々
。

　
　

 

右
御
神
事
相
済
候
儀
は
、
追
々
在
処
よ
り
申
達
候
ニ
付
、
此
所
え
記
載
致
置

候
云
々
。

一 

明
四
日
是
非
御
才
足
之
御
模
様
ニ
相
聞
得
候
ニ
付
、
道
中
用
意
并
家
跡
形
被
仰

渡
ニ
寄
り
、
品
々
親
類
共
よ
り
御
窺
事
数
ケ
条
逸
々
書
取
ニ
い
た
し
、
委
曲
実

兄
并
岩
尾
え
も
相
托
置
候
。
尚
在
処
え
飛
脚
之
手
配
も
い
た
し
、
弥
明
日
相
極

候
へ
ハ
、
明
後
五
日
在
処
え
飛
脚
相
立
候
積
ニ
手
配
致
、
書
状
も
認
置
候
。
飛

脚
之
仁
は
、
寺
社
方
小
役
人
作
右
衛
門
事
由
緒
有
之
も
の
ニ
て
出
入
致
居
候
も

の
故
、
当
人
相
頼
置
候
。
殊
ニ
駕
籠
夫
之
儀
は
久
保
田
出
立
、
向
駅
迄
弐
人
、

四
丁
目
雇
頭
長
兵
衛
え
申
付
頼
置
候
。
向
駅
よ
り
賃
銭
払
ニ
て
受
取
候
様
、
御

小
人
共
え
村
野
長
三
郎
殿
を
以
頼
置
候
。
尤
親
類
共
始
、
懇
意
之
方
も
夜
分
迄

参
呉
、
品
々
相
談
致
居
候
云
々
。

　
　

同
四
日

一 

弥
今
日
相
極
り
候
よ
し
、
実
兄
其
向
よ
り
内
々
承
参
候
。
尤
寺
社
方
限
り
ニ
て

被
仰
渡
、
御
会
所
え
不
罷
出
相
済
候
趣
ニ
相
聞
得
候
ニ
付
、
弥
右
ニ
諸
事
指
支

無
之
様
手
配
致
居
候
云
々
。

一 
大
友
建
吉
為
見
舞
宿
許
迄
参
呉
候
へ
と
も
、
不
快
之
趣
申
断
、
実
兄
対
面
い
た

し
、
相
返
し
面
会
不
致
候
云
々
。

一 

四
ツ
時
過
、
寺
社
方
よ
り
御
足
軽
を
以
親
類
同
道
ニ
て
御
才
足
申
来
候
故
、
承

知
之
趣
実
兄
挨
拶
遣
候
。夫
よ
り
高
橋
源
之
進
え
実
兄
并
村
野
長
三
郎
殿
罷
越
、

出
立
之
刻
限
等
申
会
、
且
ツ
品
々
相
頼
置
候
云
々
。

一 

七
ツ
過
高
橋
源
之
進
よ
り
内
々
実
兄
迄
様
子
有
之
ニ
付
、
直
々
駕
籠
ニ
て
出
勤

致
候
。
尤
実
兄
并
根
本
儀
助
・
川
又
此
面
、
臨
時
親
類
代
ニ
相
頼
、
下
人
ハ
関

（21）
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之
菊
松
并
新
吉
両
人
召
連
れ
、
親
類
同
道
寺
社
方
え
罷
出
候
所
、
高
橋
源
之
進

出
勤
御
二
階
ニ
控
居
、
御
小
人
小
頭
壱
人
外
ニ
四
人
中
之
口
ニ
控
居
候
。
然
は

御
門
外
ニ
て
駕
籠
よ
り
卸
り
、
中
之
口
よ
り
這
入
下
之
溜
之
間
え
控
居
候
。

　
　

 
但
、
御
條
目
被
仰
渡
候
て
御
役
所
よ
り
出
候
節
、
不
浄
門
切
戸
口
よ
り
通
路

可
致
哉
之
儀
、内
々
御
役
所
小
役
人
作
右
衛
門
を
以
取
次
役
衆
迄
聞
合
候
所
、

全
左
様
ニ
無
之
表
御
門
よ
り
通
路
不
苦
趣
ニ
有
之
候
よ
し
、
作
右
衛
門
申
聞

ニ
候
云
々
。

一 

実
兄
数
馬
を
以
出
勤
致
候
段
、
小
川
文
四
郎
殿
え
申
届
候
。
并
去
十
二
月
中
拝

借
受
取
候
御
賄
御
判
紙
・
町
送
御
判
紙
弐
枚
都
合
三
枚
、
数
馬
を
以
小
川
文
四

郎
殿
え
返
上
仕
候
。
右
御
判
紙
左
ニ
。

　
　
　

 

従
久
保
田
保
呂
羽
山
御
嶽
山
迄
町
送
轌
引
三
人
・
歩
夫
弐
人
、
往
還
可
出

之
。
附
て
上
下
六
人
之
賄
泊
々
逗
留
中
昼
食
共
可
致
之
。
神
主
守
屋
左
源

司
御
神
事
御
用
参
候
時
貸
置
候
。
已
上

　
　
　
　
　

子
十
二
月
廿
四
日 

伯
耆　

判　

　
　
　

      

以
町
送
封
状
壱
通
、
従
社
人
大
頭
守
屋
左
源
司
名
前
之
通
往
還
可
相
届
も

の
也
。

 

帯
刀　

判　

　
　
　
　
　

但
、
此
通
ニ
て
弐
枚
有
之
文
言
略
し
、
都
合
三
枚
返
上
仕
候
云
々
。

一 

八
代
良
太
・
小
川
文
四
郎
両
人
中
座
ニ
て
、
佐
渡
殿
被
仰
渡
候
由
ニ
て
、
追
て

被
仰
渡
候
旨
有
之
、
遠
慮
被
仰
付
候
。
依
て
引
取
、
則
親
類
数
馬
を
以
内
々
指

図
有
之
。
懐
中
下
ケ
も
の
・
脇
指
共
実
兄
え
預
ケ
置
、
羽
織
袴
ニ
て
御
用
席
え

罷
出
候
所
、
良
太
・
文
四
郎
相
揃
、
中
座
ニ
て
佐
渡
殿
御
條
目
を
以
被
仰
渡
候
、

左
之
通
り
。

 

三
国
社
神
主
社
人
大
頭　
　
　

 

守
屋
左
源
司　

       

其
方
儀
当
正
月
中　

保
呂
羽
山
御
神
事
之
節
、
参
詣
之
者
共
奉
納
之
梵
天
玄

　
　

関
よ
り
差
出
候
砌
、
蝋
燭
よ
り
火
移
り
、
居
宅
并　

御
判
物
・
御
奉
納
品
無

　
　

残
焼
却
致
候
。
且
其
節
、
参
詣
之
も
の
数
百
人
止
宿
致
候
内
、
百
人
余
及
焼

　
　

死
ニ
候
儀
、
畢
竟
不
手
配
之
致
方
よ
り
重
き
人
命
ニ
相
抱
候
段
、
重
畳
不
届

　
　

之
至
ニ
候
。
依
之
社
人
大
頭
被
召
放
、
御
領
内
徘
徊
被
指
塞
、
山
本
郡
岩
館

　
　

越
追
放
被
仰
付
も
の
也
。

　
　

      

三
月

　
　
　
　
　

 

右
御
條
目
を
以
被
仰
渡
、畢
て
親
類
え
写
を
以
被
相
渡
候
ニ
付
、直
々

親
類
よ
り
受
取
置
候
故
、
此
所
え
記
録
致
置
候
。
尚
家
跡
形
之
儀
は

明
日
可
被
仰
渡
よ
し
、
小
川
文
四
郎
申
聞
之
趣
、
親
類
共
申
聞
ニ
付
、

追
て
極
り
御
伝
達
有
之
事
ニ
申
会
致
候
云
々
。

       

右
之
通
御
條
目
相
蒙
り
退
席
。
夫
よ
り
袴
抜
き
、
羽
織
計
着
用
ニ
て
御
門
外

　
　

よ
り
直
々
駕
籠
え
乗
り
、
親
類
共
始
下
人
も
引
別
れ
罷
帰
、
予
出
立
致
候
。

　
　

御
小
人
四
人
駕
籠
え
附
添
、
高
橋
源
之
進
跡
よ
り
御
小
人
小
頭
召
連
れ
、
鑓

　
　

箱
歩
行
ニ
て
附
添
長
野
よ
り
広
小
路
、
壱
丁
目
橋
よ
り
通
町
え
掛
り
罷
通
り

　
　

矢
橋
よ
り
提
灯
を
付
湊
町
止
宿
致
候
。

　
　
　
　
　

 

但
、
大
小
懐
中
共
親
類
預
置
、
直
々
湊
町
宿
元
迄
実
兄
数
馬
大
小
持

参
、
袴
共
受
取
申
候
て
、
大
小
ハ
駕
籠
之
屋
根
へ
上
置
候
。
下
人
新

吉
并
治
部
殿
も
参
り
、
始
終
同
道
致
候
云
々
。

一 

予
御
條
目
相
蒙
り
、
出
立
迄
左
源
司
名
前
を
以
記
録
致
置
候
。
是
よ
り
跡
々
記

録
之
儀
は
、
同
性
孝
吉
公
辺
向
養
子
不
相
済
候
へ
と
も
、
孝
吉
名
前
ニ
て
諸
事

記
録
致
置
候
間
相
混
不
申
様
、
子
孫
之
も
の
見
解
可
申
事
。

　
　

 

但
、
左
源
司
出
立
以
来
岩
館
御
境
ニ
て
右
前
件
之
御
條
目
、
付
添
役
人
亦
被

仰
渡
候
事
を
始
、
諸
事
取
運
形
段
、
亀
田
御
領
内
ニ
て
閑
居
罷
在
候
儀
共
、

別
記
委
曲
有
之
候
間
、
此
所
え
相
略
し
記
載
不
致
候
云
々
。

　
　

同
五
日

　
　
　
　

 

右
は
孝
吉
事
養
子
願
之
砌
改
名
致
、
造
酒
進
ニ
成
る
。
依
て
ハ
是
よ
り

造
酒
進
日
記
ニ
成
る
分

一 
平
野
数
馬
を
以
寺
社
方
え
出
勤
、
左
源
司
家
跡
之
儀
は
今
日
可
被
仰
渡
趣
、
昨

日
被
仰
含
も
有
之
候
故
、
如
何
ニ
御
座
候
哉
、
取
次
役
中
え
伺
候
所
、
今
日
御

沙
汰
不
相
成
候
故
、
何
れ
此
方
よ
り
御
沙
汰
次
第
、
御
才
足
可
申
上
趣
ニ
有
之

候
。

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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同
七
日

一 

左
源
司
此
度
相
極
り
候
一
条
、
五
日
ニ
則
作
右
衛
門
ヲ
以
、
在
所
八
沢
木
え
申

遣
候
積
ニ
有
之
候
所
、
家
跡
形
被
仰
渡
承
り
候
上
ニ
差
立
申
度
、
見
合
居
候
へ

と
も
今
日
ニ
も
御
沙
汰
無
之
候
。
向
々
親
類
ヲ
以
内
々
承
候
所
、
一
両
日
も
御

沙
汰
ニ
相
成
間
敷
候
よ
し
相
聞
得
候
故
、今
日
八
沢
木
在
所
え
作
右
衛
門
ヲ
以
、

右
一
条
申
遣
候
云
々
。

　
　
　
　
　
　

 

但
、
右
作
右
衛
門
指
立
遣
候
所
、
八
沢
木
よ
り
家
来
覚
兵
衛
并
南

右
衛
門
両
人
案
事
候
よ
し
ニ
て
飛
脚
ニ
参
候
よ
し
。
途
中
ニ
て
行

逢
、
作
右
衛
門
同
様
八
沢
木
へ
罷
帰
候
。
在
所
ニ
て
ハ
誠
ニ
当
惑

之
よ
し
尤
察
入
候
。
殊
ニ
薄
井
楠
よ
り
、
此
度
一
条
早
々
八
沢
木

へ
為
知
候
よ
し
。
且
手
廻
共
御
改
易
も
難
計
候
故
、
小
屋
え
入
置

候
品
々
早
々
脇
方
へ
取
運
可
申
趣
ニ
て
、
大
狼
狽
い
た
し
候
趣
も

追
々
相
聞
得
候
。

　
　

同
十
日

一 

寺
社
方
よ
り
親
類
平
野
数
馬
御
才
足
ニ
付
、
直
々
出
勤
致
候
所
、
佐
渡
殿
被
仰

渡
候
趣
ニ
て
御
書
付
被
相
渡
候
。
御
書
付
左
之
通
。

 

守
屋
左
源
司　
　
　

 

親
類
え　

　
　
　

 

守
屋
左
源
司
無
調
法
之
儀
有
之
、
此
度
御
追
放
被
仰
付
候
得
と
も　

保
呂

羽
山
守
護
形
之
家
筋
ニ
付
、
故
守
太
夫
家
跡
被
立
下
候
間
、
相
応
之
人
物

可
被
申
立
候
。

　
　
　
　
　

三
月

　
　
　
　

 

右
之
通
り
被
仰
渡
難
有
奉
存
、
親
類
一
族
共
案
心
仕
候
。
幸
八
沢
木
よ

り
家
跡
之
儀
案
事
候
ま
ゝ
六
兵
衛
飛
脚
ニ
昨
九
日
出
立
罷
出
候
故
、
当

人
直
々
出
立
為
致
、
右
被
仰
渡
之
趣
早
々
為
知
申
遣
候
。
委
曲
親
類
よ

り
書
状
、
楠
彦
一
郎
并
花
立
内
縁
外
山
慶
八
郎
方
も
為
知
申
遣
置
候
。

　
　
　
　
　

一 

右
家
跡
形
被
仰
渡
御
書
付
、
先
ニ
別
段
之
御
書
付
ニ
候
所
、
十
八

日
被
仰
渡
直
し
ニ
て
右
被
仰
渡
御
書
付
相
渡
、
先
之
御
書
付
と
御

引
替
ニ
罷
成
候
間
、
跡
よ
り
直
り
候
御
書
付
ニ
て
記
録
致
候
。
先

之
御
書
付
御
趣
意
甚
タ
会
得
致
兼
候
御
文
言
ニ
有
之
候
。
心
得
之

た
め
認
置
候
左
ニ
。

 

守
屋
左
源
司　
　
　

 

親
類
え　

　
　
　
　
　
　
　

 

守
屋
左
源
司
無
調
法
之
儀
有
之
、此
度
御
追
放
被
仰
付
候
ニ
付
、

家
跡
も
断
絶
可
被
仰
付
候
所　

保
呂
羽
山
守
護
形
ニ
付
、
格
別

之
御
沙
汰
を
以
、
故
守
太
夫
家
跡
被
立
候
間
、
相
応
之
人
物
可

被
申
立
候
。
右
之
通
ニ
て
も
難
有
義
ニ
候
へ
共
、
御
趣
意
柄
甚

不
面
白
義
ニ
存
居
候
所
、
段
々
承
候
へ
ハ
御
評
儀
直
り
御
書
付

表
ヲ
以
、
前
書
之
通
り
被
仰
渡
直
し
相
成
り
、
弥
難
有
仕
合
ニ

奉
存
候
云
々
。

　
　

同
十
四
日

一 

家
跡
形
之
儀
前
件
之
通
り
被
仰
渡
候
ニ
付
、
早
束
可
申
立
候
所
、
内
々
訳
柄
有

之
ニ
付
、
今
日
養
子
願
高
橋
忠
助
ヲ
以
寺
社
方
へ
申
立
候
。
大
山
鉄
之
助
方
ニ

て
御
評
定
方
へ
申
立
候
事
ニ
相
談
相
決
し
候
。
依
て
大
山
よ
り
之
申
立
共
左
之

通
ニ
候
。

　
　
　
　
　
　

口
上

　
　
　

 

私
共
親
類
守
屋
左
源
司
無
調
法
之
儀
有
之
、
此
度
御
追
放
被
仰
付
候
得
共

保
呂
羽
山
守
護
形
之
家
筋
ニ
付
、
故
守
太
夫
家
跡
被
立
下
候
間
、
相
応
之

人
物
可
被
申
立
趣
被
仰
渡
難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
。
然
は
大
山
鉄
之
助
実
弟

造
酒
之
進
今
年
拾
七
歳
ニ
罷
成
申
候
間
、
同
人
を
以
家
跡
相
続
為
致
度
、

内
々
申
入
候
処
、
公
辺
御
障
無
御
座
候
ハ
ヽ
可
指
遣
挨
拶
ニ
有
之
候
。
依

之
御
障
も
無
御
座
候
ハ
ヽ
右
同
人
を
以
故
守
太
夫
家
跡
三
国
社
神
主
職
被

仰
付
被
下
度
、
私
と
も
よ
り
奉
願
候
。
右
之
趣
宜
様
被
仰
上
被
下
度
奉
存

候
。
以
上

　
　
　
　
　

三
月 

平
野
数
馬　

居
判　
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関　

岩
尾　

同　
　
　

　
　
　
　
　
　

 

右
は
先
ニ
家
跡
形
被
仰
渡
候
御
文
言
を
以
申
立
候
所
、
跡
よ
り
被

仰
渡
直
し
ニ
相
成
候
ニ
付
、
書
載
も
認
直
し
、
先
之
申
立
と
引
替

置
申
候
。
依
て
跡
よ
り
引
替
候
書
載
を
以
、
記
録
致
置
候
。
孝
吉

事
此
度
造
酒
進
と
大
山
家
ニ
有
之
名
前
ニ
て
、
臨
時
改
名
申
立
候

事
云
々
。

　
　
　
　
　
　
　

口
上

　
　
　

 

私
実
弟
造
酒
進
、
今
年
拾
七
歳
ニ
罷
成
候
所
、
此
度
守
屋
左
源
司
親
類
平

野
数
馬
よ
り
被
申
入
候
は
、
左
源
司
儀
無
調
法
之
儀
有
之
、
御
追
放
被
仰

付
候
所
、
故
守
太
夫
家
跡
被
下
候
ニ
付
、
実
弟
右
同
人
を
以
故
守
太
夫
家

跡
相
続
為
致
度
、
内
々
申
来
候
ニ
付
可
差
遣
挨
拶
致
候
。
依
之　

公
辺
御

障
も
無
御
座
候
ハ
ヽ
願
之
通
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候
。
右
之
趣
宜
様
被
仰

上
被
下
度
奉
存
候
。
以
上

　
　
　
　
　

三
月 

大
山
鉄
之
助　

居
判　

　
　

同
十
五
日

一 

神
楽
役
佐
々
木
主
税
義
、
正
月
中
よ
り
申
立
遠
慮
ニ
て
罷
在
候
所
、
此
度
大
友

建
吉
よ
り
町
送
を
以
十
一
日
出
之
書
状
、十
五
日
主
税
所
え
相
達
候
よ
し
、追
々

同
人
よ
り
申
聞
ニ
付
記
録
え
留
置
候
。
右
書
状
左
ニ
。

　
　
　

 

以
町
送
一
筆
令
啓
達
候
。
然
は
自
分
儀
御
吟
味
之
旨
有
之
、
此
度
遠
慮
被

仰
付
候
間
、
堅
く
相
慎
ミ
可
罷
在
候
。
右
可
申
達
早
々
如
斯
ニ
候
。
以
上

　
　
　
　
　

三
月
十
一
日 

大
友
建
吉　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
々
木
主
税
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
用
筋

　
　
　

 

当
十
一
日
御
出
之
御
用
状
相
届
難
有
奉
存
候
。
然
は
私
事
御
吟
味
之
旨
有

之
、
此
度
遠
慮
被
仰
付
候
間
、
か
た
く
つ
ゝ
し
み
罷
在
候
様
、
被
仰
付
奉

畏
候
。
右
御
受
申
上
度
如
斯
ニ
御
座
候
。
恐
惶
謹
言

　
　
　
　
　

三
月
十
七
日 

佐
々
木
主
税　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

建
吉
様

　
　

同
十
六
日

一 

寺
社
方
よ
り
四
ツ
時
頃
急
御
才
足
、
平
野
数
馬
え
申
来
候
ニ
付
、
根
本
儀
助
を

以
指
出
候
所
、
大
川
六
郎
右
衛
門
・
笹
嶋
左
仲
を
以
、
佐
渡
殿
被
仰
渡
候
は
、

守
屋
家
家
跡
之
儀
ハ
、
大
山
鉄
之
助
実
弟
造
酒
進
ヲ
以
、
相
続
い
た
し
度
旨
願

申
立
候
。
願
之
通
被
仰
付
候
段
被
仰
渡
候
趣
、
儀
助
罷
下
り
委
曲
申
聞
ニ
候
。

一 

右
之
通
被
仰
渡
候
ニ
付
忌
中
御
届
可
申
上
哉
之
儀
、
直
々
儀
助
を
以
寺
社
方
え

伺
候
所
、
可
差
出
指
図
ニ
付
則
左
之
通
り
御
届
申
上
候
。

　
　
　
　
　
　

覚

　
　
　

 

亡
父
守
太
夫
忌
中
、
今
十
六
日
よ
り
五
月
五
日
迄
忌
中
ニ
御
座
候
間
、
御

届
申
上
候
。
以
上

　
　
　
　
　

三
月
十
六
日 

守
屋
造
酒
進　

一 

前
件
願
之
通
り
被
仰
渡
候
ニ
付
、
忌
中
御
届
も
申
上
候
旁
大
友
建
吉
え
書
状
を

以
為
申
知
候
左
ニ
。

　
　
　

 

未
得
貴
意
候
得
と
も
、
弥
御
安
全
奉
賀
候
。
然
は
拙
者
儀
、
今
日
守
屋
故

守
太
夫
家
跡
被
仰
付
候
間
、
此
段
御
知
致
候
。
尚
今
日
よ
り
亡
父
守
太
夫

忌
中
を
得
、
五
十
日
之
忌
御
届
申
上
候
間
、
此
段
共
為
御
知
致
候
。
右
可

申
上
如
斯
ニ
御
座
候
。
以
上

　
　
　
　
　

三
月
十
六
日 

守
屋
造
酒
進　

　
　
　
　
　
　
　
　

大
友
建
吉
様

　
　

同
十
九
日

一 

拙
者
幼
年
と
申
、
昨
今
家
督
且
諸
記
録
焼
亡
致
候
跡
ニ
候
へ
は
、
万
端
当
惑
ニ

付
寺
社
方
よ
り
親
類
迄
内
々
心
付
有
之
ニ
付
、
相
談
之
上
、
神
用
ニ
付
諸
事
後

見
三
浦
下
総
介
を
以
相
勤
度
趣
親
類
よ
り
願
申
立
候
左
之
通
り
。

　
　
　
　
　
　

口
上

　
　
　

 
私
共
親
類
守
屋
造
酒
進
、
此
度
故
守
太
夫
家
跡
相
続
被
仰
付
、
難
有
仕
合

ニ
奉
存
候
。
然
は
当
人
義
守
家
任
職
昨
今
ニ
て
、
且
左
源
司
勤
中
諸
記
録

無
残
焼
失
仕
候
跡
故
、
御
神
式
御
社
用
不
案
内
ニ
付
当
分
之
内
、
仙
北
郡

金
沢
村
八
幡
神
主
三
浦
下
総
介
を
以
、
諸
事
助
力
後
見
被
仰
付
被
下
度
奉

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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願
候
。
右
之
趣
宜
様
被
仰
上
被
下
度
奉
存
候
。
以
上

 

平
野
数
馬　

居
判　

　
　
　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

大
山
鉄
之
助　

同　

　
　

 

右
之
通
申
立
候
所
、
則
日
大
川
六
郎
右
衛
門
・
笹
嶋
左
仲
を
以
願
之
通
り
下

総
介
え
可
被
仰
付
趣
被
仰
渡
候
。
扨
下
総
介
義
は
、
先
年
当
人
家
断
絶
致
候

義
有
之
、
其
節
家
内
の
も
の
共
召
連
守
屋
家
え
罷
出
、
永
く
介
抱
い
た
し
、

夫
よ
り
掠
処
板
井
田
村
え
指
置
、
段
取
立
候
て
右
八
幡
宮
神
主
ニ
復
置
候
訳

も
有
之
。
根
元
土
肥
と
相
名
乗
り
候
へ
と
も
、
断
絶
以
来
三
浦
氏
を
以
相
立

候
て
品
々
由
緒
有
之
。末
家
筋
も
同
様
之
訳
柄
有
之
当
人
之
事
故
相
談
之
上
、

下
総
介
後
見
ニ
申
立
候
事
ニ
候
。

一 

三
浦
下
総
介
、
寺
社
方
よ
り
才
足
に
て
右
後
見
被
仰
付
候
趣
、
親
類
平
野
数
馬

え
罷
出
諸
事
申
聞
候
義
も
有
之
。
此
末
諸
申
立
始
伺
事
共
多
分
後
見
ニ
相
預
候

分
、
下
総
介
名
前
を
以
可
被
申
立
申
会
ニ
相
決
候
趣
、
当
人
拙
者
方
へ
罷
越
委

細
申
伝
ニ
有
之
候
。
尚
大
友
建
吉
も
幸
在
番
中
故
罷
出
、
委
曲
申
伝
参
候
趣
共

申
聞
ニ
有
之
候
云
々
。

一 

拙
者
事
昨
十
八
日
久
保
田
出
立
、
八
沢
木
え
今
十
九
日
着
之
事
、
兼
て
申
遣
置

候
所
八
沢
木
よ
り
多
右
衛
門
迎
ニ
罷
出
候
。
然
ル
処
叔
父
平
野
数
馬
連
座
遠
慮

不
申
立
居
候
ニ
付
御
番
頭
よ
り
故
障
有
之
ニ
付
、
今
日
同
道
八
沢
木
へ
参
候
積

ニ
候
へ
と
も
、
右
之
為
延
引
見
合
ニ
相
成
候
。
依
て
多
右
衛
門
一
と
先
ツ
八
沢

木
へ
相
返
し
申
候
。
扨
、
叔
父
連
座
之
義
、
根
（
根
本
儀
助
カ
）

元
・
村
野
長
三
郎
を
以
、
御

副
役
川
井
小
六
殿
え
相
伺
候
所
、
連
座
ニ
不
及
趣
ニ
付
不
申
立
罷
在
候
ゆ
へ
、

其
段
追
々
相
分
り
連
座
不
及
事
ニ
相
済
候
よ
し
ニ
候
。

　
　

 

但
、
右
引
越
見
合
ニ
相
成
候
ニ
付
、
多
右
衛
門
夜
通
し
ニ
て
、
八
沢
木
へ

十
八
日
相
返
し
候
。
依
て
在
処
ニ
て
ハ
、
親
類
中
え
使
も
い
た
し
、
尚
外
小

友
村
万
右
衛
門
へ
昼
宿
等
之
手
配
旁
不
都
合
ニ
相
成
俄
に
申
訳
遣
候
て
、
大

狼
狽
致
候
よ
し
相
聞
得
申
候
。
此
表
ニ
て
親
類
相
招
旁
不
都
合
ニ
有
之
候
へ

と
も
、
家
来
ハ
い
た
し
一
と
先
ツ
出
立
之
心
祝
ひ
相
済
申
候
。

　
　
　

同
廿
一
日

一 

八
沢
木
在
処
よ
り
飛
脚
を
以
、
平
野
数
馬
ま
て
引
越
何
日
ニ
相
成
候
哉
、
又
四

月
御
祭
事
過
ニ
致
候
哉
之
儀
取
合
申
来
候
。
尚
四
月
御
神
幸
入
用
品
々
并
御
神

輿
・
御
飾
道
具
・
御
畳
と
も
、
其
向
え
申
立
置
候
ゆ
へ
、
追
々
御
仕
送
相
成
候

様
申
来
候
ニ
付
、
御
雑
用
処
并
大
木
屋
方
え
も
親
類
ヲ
以
懸
合
、
尚
後
見
下
総

介
ヲ
以
、
寺
社
方
え
も
懸
合
置
候
所
、
何
分
取
詰
御
神
事
無
御
指
支
様
可
致
、

其
向
々
申
聞
ニ
有
之
候
故
、
其
段
在
処
え
申
達
置
候
云
々
。

　
　

同
廿
三
日

一 

拙
者
引
越
之
儀
、
廿
五
日
久
保
田
出
立
翌
廿
六
日
八
沢
木
え
着
致
候
事
ニ
、
親

類
相
談
一
決
致
候
ニ
付
、
在
処
え
右
之
段
、
飛
脚
を
以
申
達
候
。
委
曲
供
人
并

宿
等
之
手
配
迄
も
叔
父
平
野
数
馬
よ
り
在
処
家
来
迄
申
達
候
よ
し
ニ
有
之
候

云
々
。

　
　

同
廿
五
日

一 

四
ツ
時
、
久
保
田
出
立
和
田
村
昼
食
苅
和
野
泊
り
、
供
人
は
差
略
致
、
草
履
取

壱
人
・
歩
行
壱
人
・
鑓
持
壱
人
召
連
れ
、
外
ニ
附
添
叔
父
平
野
数
馬
懇
意
形
ニ

て
志
葉
治
部
同
道
致
候
。
馬
三
疋
相
立
荷
物
品
々
持
参
致
候
云
々
。

　
　

 

但
、
供
人
三
人
之
内
弐
人
雇
ニ
て
、
壱
人
ハ
大
関
端
御
役
屋
守
第
助
召
連
申

候
。
道
中
諸
払
共
当
人
え
申
付
、
悉
皆
手
配
為
致
候
。

　
　

同
廿
六
日

一 
苅
和
野
出
立
北
楢
岡
村
よ
り
南
楢
岡
え
罷
通
り
、
外
小
友
村
万
右
衛
門
昼
食
宿

ニ
て
八
沢
木
在
処
え
七
ツ
時
頃
着
致
候
。
楢
岡
川
口
え
参
候
所
、
在
処
よ
り
馬

弐
疋
并
供
人
歩
行
弐
人
迎
ひ
ニ
罷
出
控
居
候
。
万
右
衛
門
所
迄
、
昼
食
彼
是
手

配
形
ニ
甚
之
丞
罷
出
申
候
。

一 

在
処
着
之
上
母
始
親
類
楠
彦
一
郎
同
姓
慶
四
郎
も
参
居
候
ニ
付
、
差
略
之
酒
事

い
た
し
候
外
、
由
緒
有
之
御
百
姓
末
家
之
面
々
并
家
来
始
家
内
ニ
詰
置
候
面
々

共
、
一
座
相
加
ひ
酒
事
い
た
し
候
云
々
。

（25）
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但
、
な
ら
岡
川
端
迄
迎
ひ
ニ
遣
候
ハ
、
藤
吉
・
蔵
吉
・
初
五
郎
三
人
帯
刀
ニ

て
指
遣
候
。
馬
ハ
作
兵
衛
と
甚
之
丞
両
人
よ
り
指
遣
候
よ
し
ニ
有
之
候
。
右

馬
子
共
え
、
祝
儀
夫
れ
〳
〵
呉
遣
候
よ
し
。
緩
々
酒
食
相
振
舞
申
候
。
尤
此

度
之
儀
は
、
別
段
之
訳
柄
も
有
之
ニ
付
、
是
迄
之
家
格
形
振
舞
も
不
相
成
候

ニ
付
、
諸
事
差
略
之
取
調
ニ
有
之
候
云
々
。

　
　

同
廿
八
日

一 

叔
父
数
馬
え
、
家
政
向
相
頼
百
姓
共
才
足
之
上
、
去
秋
中
物
成
不
納
分
并
諸
事

差
引
等
相
極
候
様
、
段
々
取
調
方
へ
組
代
甚
之
丞
・
家
来
覚
手
ニ
付
、
諸
事
申

会
ニ
相
及
候
。

　
　

 

但
、
品
々
相
混
不
分
義
ハ
、
左
源
司
亀
田
御
領
内
ニ
罷
在
候
ニ
付
、
内
々
飛

脚
を
以
、
取
合
之
上
相
分
ケ
候
様
致
候
。
多
分
左
源
司
諸
帳
面
仕
立
仕
送
候

故
、
右
を
以
取
立
相
分
ケ
申
候
。

一 

久
保
田
よ
り
召
連
候
第
助
始
雇
之
も
の
共
罷
帰
候
ニ
付
、
祝
儀
呉
置
候
。
尚
実

家
え
も
品
々
要
用
向
并
此
度
道
中
無
恙
当
着
致
候
段
共
申
遣
候
云
々
。

［翻刻］守屋家資料「御用日記」（嘉永六年二〜三月）
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